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本 郷 瀬 川 ビ ル ４ Ｆ

株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

代 表 取 締 役 上 野 山 勝 也

第13期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、当社第13期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席ください

ますようご通知申し上げます。
本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措

置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト
に掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださ
い。

当社ウェブサイト
https://www.pkshatech.com/ir/library/?category=library.meeting

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）の
ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイトにアクセスいただ
き、銘柄名（ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ）又は証券コード（3993）を入力・
検索し、「基本情報」、「縦覧書類／ＰＲ情報」を選択のうえ、ご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

なお、当日ご出席されない場合は、書面又は電磁的方法（インターネット等）によ
って議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の
株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年12月22日（月曜日）午後７時までに議決権
を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具
記

１．日 時 2025年12月23日(火曜日)午前10時
※受付開始は午前９時30分を予定しております。

２．場 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目11番１号
三井住友海上駿河台新館３Ｆ
ＴＫＰガーデンシティ御茶ノ水 ジョイント３Ａ+３Ｂ+３Ｃ
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３．会議の目的事項

報告事項 １．第13期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）事業報告の
内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会
の連結計算書類監査結果報告の件

２．第13期（2024年10月１日から2025年９月30日まで）計算書類の
内容報告の件

決議事項

議 案 監査等委員でない取締役３名選任の件

４． その他招集にあたっての決定事項

（１） 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任
する場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。

（２） 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていただきます。

（３） インターネット等と書面により重複して議決権を行使された場合は、インタ
ーネット等による議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

なお、インターネット等による方法で複数回議決権行使をされた場合は、最
後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

以 上
--------------------------------------------------------------------------
当日ご出席の際には、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますよ

うお願い申し上げます。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び

東証ウェブサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねておりま

す。

なお、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、以下事項を省略しております。

① 連結計算書類の「連結注記表」

② 計算書類の「個別注記表」

したがって、当該書面は監査報告書を作成するに際し、会計監査人及び監査等委員会が監

査をした書類の一部であります。
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議決権行使方法のご案内

■当日ご出席いただける場合

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討いただき、以下、いずれかの方

法にて、是非とも議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

■当日ご出席いただけない場合

議決権行使ウェブサイト▶https://www.web54.net

2025年12月22日（月曜日）午後7時まで

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提
出くださいますようお願い申し上げます。
株主総会当日は、資源節約のため、この
「招集ご通知」をお持ちくださいますよう
お願い申し上げます。

2025年12月23日（火曜日）午前10時開催
（受付開始は午前9時30分を予定しております。）

株主総会日時

行使期限

スマートフォンでの議決権行使はQRコードを読み取る

方法をご利用ください

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく

議決権行使サイトにアクセスすることができます。▲

次頁に詳しくご紹介しています

■ 郵送によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表
示いただき、行使期限までに到着する
ようご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否
の表示がない場合は、賛成の意思表示
をされたものとして取り扱わせていた
だきます。

2025年12月22日（月曜日）午後7時必着行使期限

こちらを切り取ってこちらを切り取って
ご返送くださいご返送ください

■ インターネット等によるご行使

当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていた
だき、行使期限までに賛否をご送信ください。

▲

詳細は4頁〜5頁をご覧ください。
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「スマート行使」による議決権行使について

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン

用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を

スマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。議決

権行使方法は２つあります。

画面の案内に従って各議案の賛否

をご入力ください。

確認画面で問題なければ「この内容で

行使する」ボタンを押して行使完了！

❶スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

❷ �議決権行使ウェブサイトを開く

❸ �各議案について

個別に指示する

❹ �すべての会社提案議案に

ついて「賛成」する

※�QRコードは、株式会
社デンソーウェー
ブの登録商標です。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の議決権

行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソ

コンから、議決権行使ウェブサイト https://www.web54.net へ直接アクセスして行使いただく

ことも可能です）。

❸

❹
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■ インターネット等による議決権行使について

パソコン・スマートフォン

によるアクセス手順

　インターネット等による議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイト

（https://www.web54.net）にてご利用いただけます。

　なお、インターネット等による議決権行使には、議決権行使書用紙の裏面に記載の

「議決権行使コード」と「パスワード」が必要になります。

議決権行使サイト▶

https://www.web54.net

バーコード読取機能付のスマートフォンを利用

して上記の「QRコード」を読み取り、議決権行

使サイトに接続することも可能です。

※QRコードは㈱デンソーウェーブの登録商標です。

※�セキュリティ確保のため、システム上の制約がございま

す。詳細につきましては、下記のお問い合わせ先にご照会

ください｡

■ �インターネット（スマート行使）等により議決権を行使された場合は、議決権行使書用紙をご
返送いただいた場合でも、インターネット（スマート行使）等によるご登録の内容を有効な議
決権行使として取り扱わせていただきます。

■ �インターネット（スマート行使）等によって、議決権を複数回行使された場合は、最後に行わ
れたご登録の内容を有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

■ �議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金
等は、株主さまのご負担となります。

■ �パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えな
い場合もございますので、ご了承ください。

■ �議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）　　　　　　　　　�
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ＩＣＪの運営する「議決権電子行
使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

インターネット等による議決権行使についての注意事項

三井住友信託銀行株式会社　証券代行ウェブサポート

（受付時間 9：00～21：00）

ふ0120-652-031

システム等に関するお問い合わせ

以降は画面の入力案内に従って

賛否をご入力ください。

●❶ �WEBサイトへアクセス

●❷ �ログインする

●❸ �パスワードの入力
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事 業 報 告

(2024年10月１日から
2025年９月30日まで)

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当社グループは、「未来のソフトウエアを形にする」というミッションのもと、

自然言語処理、画像認識、機械学習/深層学習技術を用いたアルゴリズムの研究開

発、ソリューション提供、プロダクトの拡販による社会実装を進めております。

AI Research & Solution事業では、アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っ

ており、パートナー企業のニーズに合わせて共同研究開発からソリューションの

提供までを一気通貫で実施しております。また、実オペレーションを通じた製品/

サービス開発の一環で、IoT機器からリアル空間のデータをクラウド上に収集し顧

客への価値提供を実現するサービスの開発を、モビリティ事業（駐車場機器の製

造販売事業）を通じて行っております。

AI SaaS事業では、AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成

果をもとに、汎用的なニーズに対応するプロダクトを販売しております。企業に

おける「顧客接点」及び「社内業務」領域向けにソフトウエアプロダクトを提供

することで、人の業務を効率化し能力を拡張していく形で、ビジネス支援や企業

の課題解決を実現しております。

当連結会計年度は、深刻化する人材不足とAIの技術進化による顧客ニーズの高

まりを背景に、顧客基盤の拡大、及びAI Research & Solution事業とAI SaaS事業

の両輪での事業拡張を目指す成長戦略のもと、当社内の事業間連携の強化及び顧

客への未来提案を推進してきた結果、AI Research & Solution事業におけるソリ

ューション案件数、並びにAI SaaS事業におけるプロダクトの導入社数及び年間経

常収益の積み上げを着実に実現しております。また、今後の成長に向けて優秀な

人材の採用を進めるとともに、ソフトウエアプロダクトの強化や研究開発などの

先行投資に注力してまいりました。さらに、当連結会計年度において、プロ人材

の経験・知見を活用した経営課題解決支援サービス「プロシェアリングコンサル

ティング」等を提供する株式会社サーキュレーション（以下「サーキュレーショ

ン」という。）を子会社化いたしました。サーキュレーションの有するフリーラン

ス領域の専門性や当社のAI技術をはじめとする双方の事業基盤を組み合わせるこ

とを通じて、人材とソフトウエアによる価値提供等を実現し、当社グループの事

業規模を一層拡大させてまいります。
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この結果、当連結会計年度の売上収益は21,771,392千円(前年度比28.9％増)とな

りました。これは主に、AI Research & Solution事業におけるソリューション案

件の獲得とAI SaaS事業におけるプロダクトの販売が拡大したことによるものであ

ります。また、モビリティ事業につきましても前年度比で堅調に推移しておりま

す。

事業利益は3,922,175千円(前年度比25.6％増)となりました。これは主に売上収

益が増加したことによるものであります。

税引前当期利益は4,675,432千円(前年度比41.0％増)、親会社の所有者に帰属す

る当期利益は2,683,075千円(前年度比28.8％増)となりました。これは事業利益の

増加に加えて、主に株式会社Sapeetに対する保有株式の一部売出しに伴う関係会

社株式売却益及び残存持分の公正価値での再評価による評価益を計上したことに

よるものであります。

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。

(AI Research & Solution事業)

AI Research & Solution事業につきましては、生成AIの出現に伴って当社の強

みである自然言語処理技術の適応範囲が拡張しており、パートナー企業からのニ

ーズに対応したアルゴリズムソフトウエアの研究開発やソリューション案件が継

続して増えていることから、売上は堅調に推移いたしました。また、モビリティ

事業において、顧客である駐車場運営会社の新規駐車場開設への投資意欲が改善

しており、前年度比で駐車場機器の販売が増加いたしました。加えて、前連結会

計年度に子会社化した株式会社トライアンフも連結業績へ寄与しております。

この結果、売上収益は12,892,487千円(前年度比28.8％増)、セグメント利益は

2,451,312千円(前年度比27.0％増)となりました。

(AI SaaS事業)

AI SaaS事業につきましては、AI SaaSの導入による業務の高度化・自動化を進

めるニーズが拡大している環境の中で、自動応答エンジンを中心にAI SaaSの新規

受注とライセンスの積み上げを進めてまいりました。AI SaaS事業下にある連結子

会社間及び事業間での連携を推進し、新規顧客の獲得及び既存顧客への相互送客

等を通じて売上並びに利益の成長に繋げております。

この結果、売上収益は9,049,602千円(前年度比28.7％増)、セグメント利益は

3,125,376千円(前年度比25.3％増)となりました。
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なお、事業利益は売上収益から売上原価並びに販売費及び一般管理費を控除し

た、日本基準における営業利益に相当する指標であり、セグメント利益は事業利

益ベースの数値であります。

(2) 設備投資の状況
当連結会計年度において実施した設備投資の総額は927,790千円であり、その主

なものは工具、器具及び備品及びソフトウエアであります。

(3) 資金調達の状況
2025年８月25日に株式会社サーキュレーションの株式取得費用として株式会社

みずほ銀行から6,474,000千円の借入れを行いました。

(4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

(6) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
当社グループは、2025年８月26日、株式会社サーキュレーションの発行済株式

の94.29％にあたる7,184,849株を6,473,548千円で取得しております。さらに、会
社法第179条第１項に基づく株式売渡請求を実施し、2025年９月24日をもって同社
を完全子会社としております。

当社グループは、2024年10月29日、株式会社Sapeetの新規上場に伴い、保有株
式175,000株の売出しを行いました（議決権比率は53.5％から37.1％へ減少）。こ
れにより、同社は当社の子会社から関連会社となりました。

(8) 対処すべき課題
① 開発体制の強化

安定的かつ着実な事業拡大を図る上では、既存クライアントの契約を継続す
ることや案件数等が増加した場合においても、収益率を高水準に維持し、かつ
顧客サービスのパフォーマンスを維持・向上することが重要であると考えてお
ります。

そのためには、さらなる優秀な人材の確保及び開発プロセスの改善、社内に
おけるノウハウの共有や教育訓練等が不可欠であるため、優秀な人材を積極的
に採用するとともに、開発プロセスを継続的に見直し、社内におけるノウハウ
の共有や教育訓練等を実施し、より強固な開発体制の構築に努めてまいります。
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② 営業体制の強化
不可逆な労働力減少や在宅勤務による労働環境の変化によって、今後も当社

グループ製品へのニーズは高まるものと考えております。
当社グループは、今後の事業拡大に合わせて充分な体制を維持強化すべく、

営業人材の積極的な採用、並びにグループ間でのノウハウのシェアに取り組ん
でまいります。

③ 社内環境の整備

品質・価格・納期・安心・安全すべての面で、高いレベルの価値と満足を提

供することを使命としており、永続的な会社発展のためには従業員が働きやす

い環境をつくることが不可欠であると考えております。

業務の効率化や従業員が安心して働くことのできる職場環境を整えることに

より、従業員がより働きやすい環境をつくるように取り組んでまいります。

④ 内部管理体制の強化

当社グループは事業内容の進化、グループ会社の増加により、事業・組織両

面での成長を続けている段階にあって、グループ全体での業務運営の効率化や

リスク管理のための内部管理体制の強化が重要な課題であると考えております。

このため、当社及び子会社・関連会社との適切な連携を前提としたバックオフ

ィス業務の整備を推進し、経営の公正性・透明性を確保するため、企業規模の

拡大に適う、より強固な内部管理体制の構築に取り組んでまいります。

⑤ 情報管理体制の強化

当社グループはシステム開発やシステム運用、又はサービス提供の遂行過程

において、機密情報や個人情報を取り扱う可能性があり、その情報管理を強化

していくことが重要であると考えております。現在、情報管理規程等に基づき

管理を徹底しておりますが、今後も社内教育・研修の実施やシステムの整備な

どを継続して行ってまいります。

⑥ システムの安定性の確保

当社グループは、インターネット上でクライアントにサービスを提供してお

り、システムの安定稼働の確保は必要不可欠となっております。そのため、安

定性の高いサービスを提供する上では、顧客及びトラフィック等を考慮したサ

ーバ増設等の設備投資やサーバ管理を行っていくことが重要であり、今後も引

き続きシステムの安定性確保及び効率化に取り組んでまいります。
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(9) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

IFRS

区 分
第11期 第12期

第13期
(当連結会計年度)

2023年９月期 2024年９月期 2025年９月期

売上収益 (千円) 13,908,918 16,893,185 21,771,392

事業利益 (千円) 858,674 3,122,426 3,922,175

親会社の所有者に
帰属する当期利益

(千円) 4,711 2,082,791 2,683,075

基本的１株当たり
当期利益

(円) 0.15 67.22 86.47

資産合計 (千円) 38,874,674 41,785,267 54,368,529

資本合計 (千円) 29,454,208 32,315,744 34,699,769

(注)１．第12期よりIFRSを適用して連結計算書類を作成しております。また、ご参考までに第11期の
IFRSに準拠した数値も併記しております。

２．当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬
制度を導入しております。第11期以降の１株当たり情報の算定に用いられた期末発行済株式数
及び期中平均株式数からは、本制度により信託が所有する当社株式の数を控除しております。

３．第13期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第12期に係る各数値
については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

日本基準

区 分
第10期 第11期

2022年９月期 2023年９月期

売上高 (千円) 11,509,927 13,908,918

経常利益 (千円) 1,551,423 1,824,574

親会社株主に帰属する
当期純利益

(千円) 836,612 760,451

１株当たり当期純利益 (円) 27.38 24.82

純資産 (千円) 29,255,820 28,814,423

総資産 (千円) 35,799,405 36,886,991

(注)当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報酬制度
を導入しております。第11期の１株当たり情報の算定に用いられた期末発行済株式数及び期中平均
株式数からは、本制度により信託が所有する当社株式の数を控除しております。
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② 当社の財産及び損益の状況

区 分
第10期 第11期 第12期

第13期
（当事業年度）

2022年９月期 2023年９月期 2024年９月期 2025年９月期

売上高 (千円) 1,710,408 2,260,816 3,328,288 5,469,192

経常利益 (千円) 327,117 339,121 748,315 1,008,025

当期純利益又は当期純損
失(△)

(千円) 86,270 △144,835 697,533 3,245,678

１株当たり当期純利益又は
１株当たり当期純損失(△)

(円) 2.82 △4.73 22.51 104.60

純資産 (千円) 27,543,609 26,719,405 27,672,616 31,254,067

総資産 (千円) 27,889,250 28,823,244 28,444,633 40,998,388

(注) １．当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交付する株式報
酬制度を導入しております。第11期以降の１株当たり情報の算定に用いられた期末発行済株
式数及び期中平均株式数からは、本制度により信託が所有する当社株式の数を控除しており
ます。

２．第13期における経営指標の大幅な増加は、主として2025年７月１日に子会社であった株式会
社PKSHA Workplace及び株式会社PKSHA Communicationを吸収合併したことによるものであり
ます。
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(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名 資本金 当社の出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 ア イ テ ッ ク 10,000千円 100.0％ AI Research & Solution事業

株 式 会 社 PKSHA Associates 14,520千円 100.0％ AI SaaS事業

株 式 会 社 ト ラ イ ア ン フ 30,000千円 100.0％ AI Research & Solution事業

株式会社サーキュレーション 900,203千円 100.0％ AI Research & Solution事業

(11) 主要な事業内容

当社グループでは、「未来のソフトウエアを形にする」をコーポレートミッショ

ンに、以下を主要な事業としております。

① AI Research & Solution事業

アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っており、パートナー企業のニーズに

合わせて共同研究開発からソリューションの提供までを一気通貫で実施しており

ます。また、連結子会社においては、実オペレーションを通じた製品・サービス

開発の一環で、IoT機器からリアル空間のデータをクラウド上に収集し顧客への価

値提供を実現するサービスの開発を、駐車場機器の製造販売事業を通じて行って

おります。さらに、人事領域やフリーランス領域の事業を展開する連結子会社に

おいて、AI技術を活用した各ソリューションの高度化や機能拡張を実践しており

ます。

② AI SaaS事業

AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成果をもとに、汎用

的なニーズに対応するAI SaaSプロダクトを販売しております。当事業は自動応答

エンジン「PKSHA ChatAgent」や「PKSHA VoiceAgent」、 FAQシステム「PKSHA

FAQ」、RPAソフトなどのプロダクト群を展開しております。企業における「顧客接

点」及び「社内業務」領域向けにAI SaaSプロダクトを提供することで、労働力不

足を背景とした業務の自動化/高度化ニーズの高まりの中、人の業務を効率化し能

力を拡張していく形で、ビジネス支援や課題解決のサポートをしております。
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(12) 主要な事業所

① 当社

名称 所在地

本社 東京（東京都文京区）

② 子会社

名称 所在地

株式会社アイテック 東京（東京都文京区）

株式会社PKSHA Associates 東京（東京都渋谷区）

株式会社トライアンフ 東京（東京都渋谷区）

株式会社サーキュレーション 東京（東京都渋谷区）

(13) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

従業員数 前連結会計年度末比増減

1,001(123)名 318名増

(注) １．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は( )内に外数で記載しております。

２．前連結会計年度末に比べ「従業員数」が318名、「臨時従業員数」が11名それぞれ増加しており

ますが、業容の拡大に伴い期中採用が増加したこと、株式会社サーキュレーション等が子会

社となったことによるものであります。

② 当社の従業員数

従業員数 前期末比増減 平均年齢 平均勤続年数

366名 246名増 36.1歳 1.5年

(注) １．従業員数は当社から子会社への出向者を除いた就業人員であります。

２．従業員数は就業人員であり、臨時従業員数を含んでおりません。

３．前事業年度末に比べ従業員数が246名増加しておりますが、これは主に当社が当社の子会社で

あった株式会社PKSHA Workplace及び株式会社PKSHA Communicationを吸収合併したことによ

るものであります。なお、平均勤続年数の算定においては、当該合併により増加した従業員

について合併時点からの勤続年数を用いているため、前事業年度に比べ平均勤続年数が短縮

しております。
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(14) 主要な借入先及び借入額

借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 8,709,454千円

株式会社三井住友銀行 866,085千円
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２．株式に関する事項（2025年９月30日現在)

(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

(2) 発行済株式の総数 31,154,191株（自己株式793,809株除く）

(3) 株主数 26,477名

(4) 大株主の状況

株主名 持株数（株） 持株比率（％）

上野山 勝也 9,455,500 30.35

山田 尚史 2,390,300 7.67

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 2,147,200 6.89

株式会社ＬＵＣＥ Ｃａｐｉｔａｌ 1,106,000 3.55

株式会社日本カストディ銀行(信託口) 894,600 2.87

トヨタ自動車株式会社 766,600 2.46

日本証券金融株式会社 614,900 1.97

BNYM AS AGT/CLTS 10 PERCENT
（常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行決済事業部）

562,515 1.81

松尾 豊 389,400 1.25

株式会社静岡銀行 268,500 0.86

(注)１. 持株比率は自己株式（793,809株）を控除して算出しております。なお、コタエル信託株式会

社（信託口）が役職員等インセンティブ制度の信託財産として所有している当社株式97,600株

は自己株式には該当しませんが、当社と信託が一体であるとする会計処理に基づき、貸借対照

表上は自己株式として表示しております。

２. 山田 尚史氏の持株数については、議決権を保持している信託口の株数を含めております。

３. 株式会社LUCE Capitalは、代表取締役上野山 勝也の資産管理会社であります。
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(5) その他株式に関する重要な事項

当社は従業員等へのインセンティブプランとして信託を通じて自社の株式を交

付する株式報酬制度を導入しております。本制度は、当社が定める株式交付ガイ

ドライン等に従って、受益者要件を満たした従業員等に対して、信託を通じて当

社株式が交付される制度であります。2025年９月30日現在、信託口が所有する当

社株式は97,600株であります。

３．新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末における当社役員が保有している職務執行の対価として交付さ

れた新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

当社は、2024年３月21日開催の当社取締役会において、中長期的な当社グルー

プの業績拡大及び企業価値の増大を目指すにあたり、当社の社外協力者について

も株主の皆様との価値共有を進めることを目的に、以下のとおり、業績目標を達

成した場合にのみ権利行使が可能となる新株予約権を有償にて発行することを決

議いたしました。

第８回新株予約権

発行決議日 2024年３月21日

新株予約権の数 400個

新株予約権の目的となる株式の種類と数
普通株式40,000株

（新株予約権１個につき 100株）

新株予約権の払込金額 新株予約権１個当たり1,300円

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権１個当たり529,000円

（１株当たり5,290円）

権利行使期間
2028年１月１日から

2034年４月11日まで

行使の条件 （注）

割当先 社外協力者

新株予約権の数 400個

目的となる株式数 40,000株

割当者数 ３人

（注）１．本新株予約権を保有する者（以下、「本新株予約権者」という。）は、当社の2027年９月期か
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ら2029年９月期までのいずれかの連結事業年度において、当社の連結損益計算書に記載され

る国際財務報告基準に基づく売上収益が400億円を超過し、かつ、事業利益が70億円を超過

した場合に限り、本新株予約権を行使することができる。

なお、上記の業績に関する判定に際しては、当社が提出した有価証券報告書の数値を参照す

るものとし、決算期の変更、適用される会計基準の変更、当社の業績に多大な影響を及ぼす

企業買収等の事象が発生した場合など、連結損益計算書に記載された数値で判定を行うこと

が適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該影響を排除す

るための適切な調整を行うことができるものとする。

２．本新株予約権者は、割当日から2026年９月30日までの期間において、当社又は当社関係会社

の取締役、監査役又は従業員又は社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による

退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

３．本新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

４．本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数

を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

５．各本新株予約権１個未満の行使を行うことはできない。
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４．会社役員に関する事項（2025年９月30日現在)

(1) 取締役の状況

地位 氏名 担当及び重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 上野山 勝 也

取 締 役 水 谷 健 彦
株式会社ＪＡＭ 代表取締役
AnyMind Group株式会社 Managing Director

取 締 役 吉 田 行 宏
株式会社アイランドクレア 代表取締役
株式会社ＬＩＦＥ ＰＥＰＰＥＲ 代表取締役

取 締 役
監 査 等 委 員

藤 岡 大 祐 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー

取 締 役
監 査 等 委 員

下 村 将 之
下村総合法律事務所 所長
株式会社Ｌ 代表取締役

取 締 役
監 査 等 委 員

佐 藤 裕 介 STORES株式会社 代表取締役社長

(注) １．取締役水谷健彦氏、取締役吉田行宏氏、取締役藤岡大祐氏、取締役下村将之氏及び取締役佐
藤裕介氏は、社外取締役であります。

２．当社は、内部監査室に専任者を配置し、監査等委員と緊密に連携した監査体制を構築すると
ともに、選定監査等委員が主要な会議への出席や日々の業務状況のモニタリングが可能な環
境を整えているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。

３．監査等委員藤岡大祐氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度
の知見を有するものであります。

４．監査等委員下村将之氏は、弁護士の資格を有しており、専門的な知識と経験を有するもので
あります。

５．監査等委員佐藤裕介氏は、上場会社の元取締役として企業経営の管理における豊富な経験と
幅広い見識を有するものであります。

６．取締役水谷健彦氏、取締役吉田行宏氏、取締役藤岡大祐氏、取締役下村将之氏、取締役佐藤
裕介氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所へ届け出ており
ます。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役などの役員全員を被保険者とし

て、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との

間で締結しています。これにより、被保険者が取締役、監査役などの役員の地位

に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、損害賠償請求された場合の、

法律上の損害賠償金及び争訟費用を補償することとしています。なお、保険料に

ついては、当社が全額を負担しております。
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(3) 取締役の報酬等の額

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年３月10日開催の取締役会において、当社の取締役の報酬は、

月例の基本報酬のみとし、地位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業

績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとす

る方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個

人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容

が当該決定方針を踏まえたものとなっていることを確認しており、当該決定方

針に沿うものであると判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額は、2020年12月22日開催の定時株

主総会において、年額100,000千円以内と決議しております。当該株主総会終結

時点の取締役（監査等委員を除く）は４名です。監査等委員である取締役の報

酬等の額は、2020年12月22日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以

内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）は３名

です。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役（監査等委員を除く）の具体的な報酬等の額については、代表取締役

が業務全般を統括していることから、株主総会において承認された総額の範囲

内で、取締役会の一任を受けた代表取締役上野山勝也が、個人別の報酬等の決

定方針に沿って決定しております。監査等委員である取締役の具体的な報酬等

の額については、株主総会において承認された総額の範囲内で、各監査等委員

の能力、監査実績などを総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議にて

決定することとしております。

④ 取締役の報酬等の総額等

区分 支給人数 報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）
(うち社外取締役）

３名
(２名)

12,960千円
( 7,200千円)

取締役（監査等委員）
(うち社外取締役）

３名
(３名)

15,913千円
( 15,913千円)

合計 ６名 28,873千円

（注）当事業年度の取締役の報酬等の額には、信託型ストックオプションの源泉所得税等の要納付額相
当分に対応する代替的な報酬として、取締役（監査等委員）に対する報酬額8,113千円（うち社外
取締役に対し8,113千円）を含めております。
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(4) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況並びに当該兼職先との関係

区分 氏名 兼職先会社名 兼職の内容

社 外 取 締 役 水 谷 健 彦
株式会社ＪＡＭ 代表取締役

AnyMind Group株式会社 Managing Director

社 外 取 締 役 吉 田 行 宏
株式会社アイランドクレア 代表取締役

株式会社ＬＩＦＥ ＰＥＰＰＥＲ 代表取締役

社 外 取 締 役
（監査等委員）

藤 岡 大 祐 ESネクスト有限責任監査法人 理事パートナー

社 外 取 締 役
（監査等委員）

下 村 将 之
下村総合法律事務所 所長

株式会社Ｌ 代表取締役

社 外 取 締 役
（監査等委員）

佐 藤 裕 介 STORES株式会社 代表取締役社長

(注) １．社外取締役吉田行宏氏は株式会社アイランドクレアの代表取締役を兼任しており、当社は同
社との間に人事コンサルティング契約等の取引がありますが、取引は僅少であります。

２．その他重要な兼職先と当社との間に、資本関係及び取引関係はありません。

― 20 ―

2025年11月21日 14時44分 $FOLDER; 20ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



② 当事業年度における主な活動状況

区分 氏名
出席状況及び発言状況及び

社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 水 谷 健 彦

当事業年度に開催された取締役会16回中14回に出席いたしまし
た。主に事業会社における豊富な経験と知識と幅広い見識に基
づき、適宜発言を行っており、人材マネジメントの観点を中心
に経営全般に関して取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役 吉 田 行 宏

当事業年度に開催された取締役会16回中15回に出席いたしまし
た。主に事業会社における豊富な経験と知識と幅広い見識に基
づき、適宜発言を行っており、組織マネジメントの観点を中心
に経営全般に関して取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確
保するための適切な役割を果たしております。

取 締 役
（監査等 委 員）

藤 岡 大 祐

当事業年度に開催された取締役会16回、監査等委員会14回のす
べてに出席いたしました。主に公認会計士としての専門的見地
から適宜発言を行っており、特に財務・経理の観点やガバナン
ス体制の構築に関して、取締役会の意思決定の妥当性・適正性
の確保及び監査等委員会の監査実施における適切な役割を果た
しております。

取 締 役
（監査等 委 員）

下 村 将 之

当事業年度に開催された取締役会16回、監査等委員会14回のす
べてに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から
適宜発言を行っており、特にコンプライアンスに関して、取締
役会の意思決定の妥当性・適正性の確保及び監査等委員会の監
査実施における適切な役割を果たしております。

取 締 役
（監査等 委 員）

佐 藤 裕 介

当事業年度に開催された取締役会16回、監査等委員会14回のす
べてに出席いたしました。主に事業会社における豊富な経験と
知識と幅広い見識に基づき、適宜発言を行っており、事業戦略
の観点を中心に経営全般に関して、取締役会の意思決定の妥当
性・適正性の確保及び監査等委員会の監査実施における適切な
役割を果たしております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く)である水谷健彦氏、吉田

行宏氏、藤岡大祐氏、下村将之氏及び佐藤裕介氏は、会社法第427条第１項の規

定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としておりま

す。
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５．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 97,650千円

当社及び当社子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額

100,850千円

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年
度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの
算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等
の額について同意の判断をいたしました。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が、会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる

場合、必要に応じて、監査等委員会は、監査等委員全員の同意により会計監査人

を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最

初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を

報告いたします。また、監査等委員会は、会計監査人の適格性、専門性、当社か

らの独立性、その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行

に支障があると判断されるなど、会計監査人の変更が必要と認められる場合には、

株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いた

します。
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６．業務の適正を確保するための体制及び運用状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める業務の適正を確保するための体制整

備に向けた基本方針について、2016年12月14日開催の取締役会にて内部統制システ

ム構築の基本方針を決議し、その後一部を改定しております。その概要は以下のと

おりであります。

(1) 業務の適正を確保するための体制

① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

めの体制

a 取締役及び使用人は、社会倫理、法令、定款及び各種社内規程等を遵守する

とともに、「経営理念」に基づいた適正かつ健全な企業活動を行う。

b 取締役会は、「取締役会規程」「職務権限規程」等の職務の執行に関する社内

規程を整備し、取締役及び使用人は定められた社内規程に従い業務を執行す

る。

c コンプライアンスの状況は、会議体等を通じて各部門責任者より取締役及び

監査等委員会に対し報告を行う。各部門責任者は、部門固有のコンプライア

ンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。

d 代表取締役直轄の内部監査室を設置し、各部門の業務執行及びコンプライア

ンスの状況等について定期的に監査を実施し、その評価を代表取締役及び監

査等委員会に報告する。また、法令違反その他法令上疑義のある行為等につ

いては、内部通報制度を構築し、窓口を定め、適切に運用・対応する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

a 取締役の職務の執行に係る記録文書、稟議書、その他の重要な情報について

は、文書又は電磁的媒体に記録し、法令及び「文書管理規程」、「稟議規程」

等に基づき、適切に保存及び管理する。

b 取締役は、必要に応じてこれらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a 取締役会は、コンプライアンス、個人情報、品質、セキュリティ及びシステ

ムトラブル等の様々なリスクに対処するため、社内規程を整備し、定期的に

見直すものとする。

b リスク情報等については会議体等を通じて各部門責任者より取締役及び監査

等委員会に対し報告を行う。個別のリスクに対しては、それぞれの担当部門

にて、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、全社的なリ

スクに対しては経営管理本部が中心となって対応を図るものとする。
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c 不測の事態が発生した場合には、代表取締役指揮下の対策本部を設置し、必

要に応じて法律事務所等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、

損害の拡大を防止する体制を整える。

d 内部監査室は、各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役に

報告するものとし、取締役会において定期的にリスク管理体制を見直し、問

題点の把握と改善に努める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、取締役会の運

営に関する規程を定めるとともに、取締役会を原則として月１回開催するほ

か、必要に応じて適宜臨時に開催する。

b 取締役会は、当社及び当社グループの財務、投資、コストなどの項目に関す

る目標を定め、目標達成に向けて実施すべき具体的方法を各部門に実行させ、

取締役はその結果を定期的に検証し、評価、改善を行うことで全社的な業務

の効率化を実現するものとする。

c 予算に基づき、予算期間における計数的目標を明示し、目標と責任を明確に

するとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。

⑤ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための

体制

a 企業集団における業務の適正を確保するための体制として、「関係会社管理規

程」を定め、関係会社の管理は経営管理本部が行い、関係会社に重要な法令

違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等が発見された場合は、遅

滞なく関係会社管理責任者である経営管理本部長を通じて、取締役会に報告

し、同時に監査等委員会に報告する。

b 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき関係会社の監査を定期的に実施し、

その結果について代表取締役及び監査等委員会に報告する。また、関係会社

に重要な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実等を発見した

場合、遅滞なく代表取締役を通じて、取締役会に報告し、同時に監査等委員

会へ報告する。

c 関係会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するため、

関係会社の事業内容や規模等に応じて、当社に準じた社内規程を制定し、関

係会社の指揮命令系統、権限及び意思決定その他の組織に関する基準を定め

る。

d 内部統制システムを整備するに当たっては、当社グループ全体に亘る体制を

整備する。
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⑥ 財務報告の信頼性を確保するための体制

内部統制システムの構築に関する基本方針及び別途定める「財務報告に係る

内部統制の基本方針」に基づき、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を

行う。

⑦ 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項

監査等委員会が監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するための補助者

を置くことを求めた場合には、補助者を１名以上配置することとする。

⑧ 前号の取締役及び使用人の当社の他の取締役(監査等委員である取締役を除

く。以下本項において同じ。)からの独立性並びに当社の監査等委員会の前号

の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a 当該補助者は、当該補助業務に関しては監査等委員会の指揮命令下で職務を

遂行する。

b 当該補助者は、監査等委員会から補助業務に係る指示が行われた場合には、

他の業務よりも優先して当該補助業務に取り組み、その指示の具体的内容に

ついては守秘義務を有する。

c 当該補助者の任命、異動、評価、懲戒、賃金の改定等に関しては、監査等委

員会の意見を尊重する。

⑨ 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本項において同じ。)及

び使用人並びに当社子会社の役員等及び使用人等が当社の監査等委員会に報

告をするための体制その他の当社の監査等委員会への報告に関する体制

a 当社及び関係会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、

会社に著しい損害及び不利益を及ぼすおそれがある事実が発生した場合は、

監査等委員会に速やかに報告するものとする。

b 当社及び関係会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者は、

取締役の職務の執行に関して不正行為、法令・定款に違反する重大な事実が

発生する可能性がある若しくは発生した場合は、監査等委員会に速やかに報

告するものとする。

c 監査等委員会は、必要に応じて関係会社の取締役及び使用人に対して報告を

求めることができる。

⑩ 監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱

いを受けないことを確保するための体制

当社は、監査等委員会へ報告を行った当社の取締役(監査等委員である取締役

を除く)及び使用人並びに関係会社の役員等及び使用人等に対し、当該報告を

したことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役

(監査等委員である取締役を除く)及び使用人に周知徹底する。
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⑪ 監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)
について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について
生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用及び債務並びにそ
れらの処理については、当該費用が監査等委員会の職務の執行に必要でない
と認められた場合を除き、速やかにこれに応じるものとする。

⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
a 監査等委員会は代表取締役と定期的に会合をもち、代表取締役の経営方針を
確認するとともに会社が対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監
査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換
し相互認識を深める。

b 監査等委員会の要請に基づき監査等委員が当社及び当社グループの会議に出
席する機会を確保する等、監査等委員会による監査の実効性を確保するため
の体制整備に努める。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
a 反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、不当要求については拒絶する
ことを基本方針とし、これを各種社内規程等に明文化する。また、取引先が
これらと関わる個人、企業、団体等であることが判明した場合には取引を解
消する。

b 経営管理本部を反社会的勢力対応部署と位置付け、情報の一元管理・蓄積等
を行う。また、役員及び使用人が基本方針を遵守するよう教育体制を構築す
るとともに、反社会的勢力による被害を防止するための対応方法等を整備し
周知を図る。

c 反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、警察及び法律事務所等の
外部専門機関と連携し、有事の際の協力体制を構築する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その

他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ
ります。
① 内部統制システム全般

当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタ
リングし、必要に応じて改善を行っております。

② 取締役の職務執行
取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性
を高めるために、社外取締役及び監査等委員が取締役会に出席いたしました。

③ 内部監査
代表取締役の承認を受けた内部監査計画に基づき、当社の内部監査を実施い
たしました。

④ 監査等委員会監査
監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、代表取
締役及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で適宜情報交換を行う
ことで、監査の実効性を確保しております。
また、当社の内部統制システム全般の整備・運用状況を確認するとともに、
より効率的な運用を行うための助言を行っております。
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連結財政状態計算書
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 24,905,758 流 動 負 債 14,429,714

現金及び現金同等物 19,358,045 営業債務及びその他の債務 2,153,822

営業債権及びその他の債権 4,263,752 借入金 7,507,492

その他の金融資産 29,373 リース負債 754,466

棚卸資産 621,606 その他の金融負債 481,000

未収法人所得税 35,790 未払法人所得税 615,501

その他の流動資産 597,189 契約負債 646,795

非 流 動 資 産 29,462,770 その他の流動負債 2,270,635

有形固定資産 1,657,558 非 流 動 負 債 5,239,045

使用権資産 1,260,486 借入金 2,100,908

のれん 12,942,102 リース負債 517,517

無形資産 6,604,738 その他の金融負債 788,499

持分法で会計処理されてい
る投資

2,596,239 引当金 213,336

その他の金融資産 4,109,477 繰延税金負債 1,549,464

繰延税金資産 158,112 その他の非流動負債 69,318

その他の非流動資産 134,055 負 債 合 計 19,668,759

資 本 の 部

親会社の所有者に帰属する持分 34,483,425

資本金 10,000

資本剰余金 26,140,545

利益剰余金 10,209,697

自己株式 △1,792,117

その他の資本の構成要素 △84,700

非支配持分 216,344

資 本 合 計 34,699,769

資 産 合 計 54,368,529 負 債 資 本 合 計 54,368,529

(注) 上記記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）

売上収益 21,771,392

売上原価 △10,927,683

売上総利益 10,843,708

販売費及び一般管理費 △6,921,533

事業利益 3,922,175

その他の収益 1,453,756

その他の費用 △87,189

営業利益 5,288,742

金融収益 19,916

金融費用 △681,966

持分法による投資損益 48,739

税引前当期利益 4,675,432

法人所得税費用 △1,933,685

当期利益 2,741,746

当期利益の帰属

親会社の所有者 2,683,075

非支配持分 58,671

(注) 上記記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結持分変動計算書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式

当 期 首 残 高 10,000 26,145,713 7,481,468 △1,745,362

当 期 利 益 2,683,075

その他の包括利益

包 括 利 益 合 計 ― ― 2,683,075 ―

株 式 報 酬 取 引 274,943

子会社の支配喪失等に伴う変動 90,746

企業結合による変動

自 己 株 式 の 取 得 4,224 △4,461

自 己 株 式 の 処 分 △47,037 47,037

子会社による自己
新株予約権の取得

△120,000

非支配株主と締結した
先渡契約に係る負債

△300,000

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

45,152

そ の 他 91,955 △89,330

所有者との取引額等合計 ― △5,167 45,152 △46,754

当 期 末 残 高 10,000 26,140,545 10,209,697 △1,792,117
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（単位：千円）

その他の資本の
構 成 要 素

親会社の所有者に
帰属する持分合計

非 支 配 持 分 資 本 合 計

当 期 首 残 高 336,343 32,228,163 87,581 32,315,744

当 期 利 益 2,683,075 58,671 2,741,746

その他の包括利益 △375,890 △375,890 △375,890

包 括 利 益 合 計 △375,890 2,307,184 58,671 2,365,855

株 式 報 酬 取 引 274,943 274,943

子会社の支配喪失等に伴う変動 90,746 △65,924 24,821

企業結合による変動 ― 136,016 136,016

自 己 株 式 の 取 得 △237 △237

自 己 株 式 の 処 分 ― ―

子会社による自己
新株予約権の取得

△120,000 △120,000

非支配株主と締結した
先渡契約に係る負債

△300,000 △300,000

その他の資本の構成要素
から利益剰余金への振替

△45,152 ― ―

そ の 他 2,625 2,625

所有者との取引額等合計 △45,152 △51,922 70,091 18,169

当 期 末 残 高 △84,700 34,483,425 216,344 34,699,769

(注) 上記記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

― 30 ―

2025年11月21日 14時44分 $FOLDER; 30ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



連結注記表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

１．連結計算書類の作成基準

連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準

（以下「ＩＦＲＳ」という。）に準拠して作成しております。なお、本連結計算

書類は同項後段の規定により、ＩＦＲＳで求められる開示事項の一部を省略し

ております。

２．連結の範囲に関する事項

(1) 子会社数 15社

(2) 主要な子会社の名称

株式会社アイテック、株式会社PKSHA Associates、

株式会社トライアンフ、株式会社サーキュレーション

当連結会計年度において、株式の取得等に伴い、株式会社サーキュレーシ

ョン他４社を連結の範囲に含めております。また、吸収合併に伴い、株式会

社PKSHA Workplace及び株式会社PKSHA Communicationについては、連結の範

囲から除外しております。株式会社Sapeetについては、所有株式を一部売却

したため、連結の範囲から除外しております。

(3) 連結計算書類には、決算日を親会社の決算日に統一することが実務上不可能で

あり、親会社の決算日と異なる日を決算日とする子会社が含まれております。

決算日が異なる子会社の計算書類は、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく計算書類を使用しております。

３．持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社及び共同支配企業数 ７社

主要な関連会社及び共同支配企業の名称

PKSHA SPARXアルゴリズム１号投資事業有限責任組合、

PKSHAアルゴリズム２号投資事業有限責任組合、株式会社Sapeet

当連結会計年度において、株式の取得に伴い、関連会社２社を持分法の適

用範囲に含めております。また、株式の追加取得に伴い、関連会社２社を持

分法の適用範囲から除外し、連結の範囲に含めております。また、所有株式

の全てを売却したことに伴い、関連会社１社を持分法の適用範囲から除外し

ております。株式会社Sapeetについては、所有株式を一部売却したため、連

結の範囲から除外し、持分法の適用範囲に含めております。
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(2) 連結計算書類には、他の株主との関係等により決算日を当社の決算日と同じ日

とすることが実務上不可能であるために決算日が異なる関連会社が含まれて

おります。当該決算日の差異はすべて３ヶ月以内であり、当社の決算日との

間に生じた重要な取引又は事象の影響については調整を行っております。

４．会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

金融商品

① 非デリバティブ金融資産

金融資産はその当初認識時に、金融資産の管理に関する事業モデル及び金

融資産の契約上のキャッシュ・フローの両方に基づき、償却原価で測定する

金融資産、純損益を通じて公正価値で測定する金融資産及びその他の包括利

益を通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。当社グループ

では、非デリバティブ金融資産を契約当事者となった時点で当初認識してお

ります。

金融資産は、金融資産からのキャッシュ・フローに対する契約上の権利が

消滅した場合、又は金融資産のキャッシュ・フローを受け取る契約上の権利

を譲渡し、当該金融資産の所有に係るリスクと経済価値のほとんどすべてが

移転している場合において、認識を中止しております。

(a) 償却原価で測定する金融資産

以下の条件がともに満たされる金融資産を償却原価で測定する金融資産に

分類しております。

・ 契約上のキャッシュ・フローを回収するために資産を保有することを

目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有されている。

・ 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払の

みであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。

償却原価で測定する金融資産は、当初認識時、公正価値にその取得に直接

起因する取引コストを加算して測定しております。ただし、重大な金融要素

を含んでいない営業債権はIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」（以

下「IFRS第15号」という。）に基づき測定しております。また、当初認識後

は実効金利法を適用した総額の帳簿価額から減損損失を控除しております。
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(b) 純損益を通じて公正価値で測定する金融資産

償却原価で測定する金融資産以外の金融資産は、公正価値で測定する金融

資産に分類しております。

公正価値で測定する金融資産のうち、その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する金融資産に分類されたもの以外の金融資産については、純損益を

通じて公正価値で測定する金融資産に分類しております。

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値に

より測定し、その取得に直接起因する取引コストは、発生時に純損益で認識

しております。また、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動を

純損益として認識しております。

(c) その他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融商品

売買目的ではない資本性金融商品への投資については、当初認識時に、そ

の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示するという取消不能な

選択を行うことが認められており、当社グループでは金融商品ごとに当該指

定を行い、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品に

分類しております。

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品は、当初認

識時に、公正価値にその取得に直接起因する取引コストを加算して測定して

おります。また、当初認識後は公正価値で測定し、その事後的な変動をその

他の包括利益として認識しております。その他の包括利益として認識した金

額は、認識を中止した場合にその累積額を利益剰余金に振り替えており、純

損益には振り替えておりません。なお、配当については、当該配当金が明ら

かに投資の取得原価の回収を示している場合を除いて純損益として認識して

おります。

公正価値で測定する負債性金融商品のうち、以下の条件がともに満たされ

る場合には、その他の包括利益を通じて公正価値で測定する負債性金融商品

に分類しております。

・ 契約上のキャッシュ・フローを回収するため、及び売却するために資

産を保有することを目的とする事業モデルに基づいて、資産が保有さ

れている。

・ 金融資産の契約条件により、元本及び元本残高に対する利息の支払の

みであるキャッシュ・フローが特定の日に生じる。

ただし、当連結会計年度末において、その他の包括利益を通じて公正価値

で測定する負債性金融商品はありません。
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(d) 金融資産の減損

当社グループは、全期間の予想信用損失に等しい金額で貸倒引当金を測定

しております。ただし、以下に関しては、12ヶ月の予想信用損失に等しい金

額で貸倒引当金を測定しております。

・ 報告日時点で信用リスク（すなわち、金融商品の予想残存期間にわた

り債務不履行が発生するリスク）が低いと判断された負債性金融商品

・ 当初認識時から信用リスクが著しく増大していない、上記を除く金融

資産

なお、営業債権及び契約資産は上記に関わらず、全期間の予想信用損失に

等しい金額で貸倒引当金を測定しております。上記記載の全期間の予想信用

損失とは、金融商品の予想残存期間にわたり発生する可能性のあるすべての

不履行事象によって生じる予想信用損失であります。また、12ヶ月の予想信

用損失とは、報告日から12ヶ月以内に発生する可能性のある不履行事象によ

って生じる予想信用損失であります。

金融資産に係る信用リスクが当初認識以降に著しく増大しているか否か

は、当初認識時における債務不履行発生リスクと各期末日における債務不履

行発生リスクを比較して判断しており、期日経過情報のほか、合理的かつ裏

付け可能な情報を考慮しております。また、債務者の重大な財政的困難、契

約上の支払期日の著しい延滞、債務の否認等により債権の一部又は全部の回

収が困難であると判断した場合には、債務不履行として、信用減損金融資産

に分類しております。貸倒が法的に確定した場合など、金融資産の全部又は

一部の回収見込みが無くなった場合には、予想信用損失を帳簿価額から直接

償却しております。

② 非デリバティブ金融負債

当社グループでは、金融負債を契約当事者となった時点で当初認識してお

り、原則として、償却原価で測定しております。当初認識時には公正価値か

らその発行に直接起因する取引コストを減算して測定しております。また、

当初認識後は実効金利法に基づく償却原価で測定しております。

また、当社グループは、特定の子会社について、一定の期間経過後に契約

上で定められた方式に基づいて算定された価格で追加の株式を非支配持分か

ら取得する義務を負う先渡契約を締結している場合があります。その場合、

先渡契約の現在価値で金融負債を認識し、連結財政状態計算書上「その他の

金融負債」に含めております。

金融負債は、金融負債が消滅した時、すなわち、契約中に特定された債務

が免責、取消又は失効となった時に認識を中止しております。
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③ デリバティブ及びヘッジ会計

当社グループは、特定の関連会社について、一定の期間経過後に契約上で

定められた方式に基づいて算定された価格で追加の株式等を取得する義務を

負う契約を締結しております。当社グループでは、追加持分に係る追加取得

の義務をデリバティブとして処理し、公正価値で測定しております。なお、

当連結会計年度末において、ヘッジ会計を適用しているデリバティブ取引は

ありません。

棚卸資産

棚卸資産は、取得原価と正味実現可能価額とのいずれか低い金額で測定して

おります。取得原価には、購入原価、加工費及び棚卸資産が現在の場所及び状

態に至るまでに発生したその他のコストのすべてを含んでおり、原価の算定に

あたっては、主として移動平均法を用いております。正味実現可能価額は、通

常の営業過程における見積売価から、完成までの見積原価及び販売に要する見

積費用を控除した額であります。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

① 認識及び測定

有形固定資産については、原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累

計額及び減損損失累計額を控除した価額で表示しております。

取得原価には資産の取得に直接関連するコスト、資産の解体及び除去コス

ト、原状回復コストの当初見積額、並びに資産計上の要件を満たす借入コス

トが含まれております。有形固定資産の構成要素の耐用年数が構成要素ごと

に異なる場合は、それぞれ別個の有形固定資産項目として計上しております。

② 取得後の支出

有形固定資産の取得後に発生した支出のうち、通常の修繕及び維持につい

ては発生時に費用として処理し、主要な取替及び改良に係る支出については、

その支出により将来当社グループに経済的便益がもたらされる可能性が高く、

かつ取得原価が信頼性をもって測定できる場合に限り資産計上しております。
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③ 減価償却

土地、建設仮勘定以外の有形固定資産は、使用が可能となった時点から、

それぞれの耐用年数にわたって定額法で減価償却しております。主要な有形

固定資産の耐用年数は以下のとおりであります。

・ 建物 ：３年～50年

・ 工具、器具及び備品 ：２年～15年

なお、減価償却方法、残存価額及び耐用年数は毎年見直し、必要に応じて

調整しております。

のれん及び無形資産

当社グループは、のれんを取得日時点で測定した被取得企業に対する非支配

持分の認識額を含む譲渡対価の公正価値から、取得日時点における識別可能な

取得資産及び引受負債の純認識額（通常、公正価値）を控除した額として当初

測定しております。

のれんは償却を行わず、事業を行う地域及び事業の種類に基づいて識別され

た資産、資金生成単位又は資金生成単位グループに配分し、毎年同時期及び減

損の兆候を識別した時はその都度、減損テストを実施しております。のれんの

減損損失は純損益として認識されますが、戻入れは行っておりません。

当初認識後、のれんは取得原価から減損損失累計額を控除した価額で表示し

ております。

無形資産については、取得原価から償却累計額及び減損損失累計額を控除し

た価額で表示しております。個別に取得した無形資産は当初認識時に取得原価

で測定しており、企業結合により取得した無形資産の取得原価は取得日の公正

価値で測定し、減損の兆候が存在する場合にはその資産の回収可能価額を見積

っております。

内部発生の研究費用は発生時に費用として認識しております。内部発生の開

発費用は信頼性をもって測定可能で、技術的かつ商業的に実現可能であり、将

来的に経済的便益を得られる可能性が高く、当社グループが開発を完成させ、

当該資産を使用又は販売する意図及びそのための十分な資質を有している場合

にのみ、上記の認識条件のすべてを初めて満たした日から開発完了までに発生

した費用の合計額を無形資産として資産計上しております。

事後的な支出は、その支出に関連する特定の資産に伴う将来の経済的便益を

増加させる場合にのみ資産計上しております。
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耐用年数を確定できる無形資産はそれぞれの耐用年数にわたり、定額法で償

却しております。主要な無形資産の耐用年数は以下のとおりであります。

・ ソフトウエア ：３年～５年

・ 顧客関連資産 ：１年～20年

耐用年数を確定できない無形資産及び未だ使用可能でない無形資産は償却を

行わず、毎年同時期に、加えて減損の兆候が存在する場合にはその資産の回収

可能価額を見積っております。なお、償却方法、残存価額及び耐用年数は毎年

見直し、必要に応じて調整しております。

リース

当社グループは、契約の締結時に契約がリースであるか又はリースを含んで

いるかを判定します。契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間

にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又はリー

スを含んでおります。契約が特定された資産の使用を支配する権利を移転する

か否かを評価するために、当社グループは以下のことを検討しております。

・ 契約が特定された資産の使用を含むか。これは明記される場合もあれば

黙示的に識別される場合もあり、特定された資産は、物理的に別個のも

のであるか物理的に別個の資産の稼働能力のほとんどすべてを表すもの

でなければなりません。供給者が資産を入れ替える実質的な権利を有し

ている場合は、資産は特定されておりません。

・ 当社グループが使用期間全体にわたり資産の使用からの経済的便益のほ

とんどすべてを得る権利を有しているか。

・ 当社グループが資産の使用を指図する権利を有しているか。資産の使用

方法及び使用目的の変更に最も関連性のある意思決定権を有している場

合、当社グループはその権利を有しております。資産の使用方法及び使

用目的が事前に決定されているまれな場合には、以下のいずれかである

場合、当社グループは資産の使用を指図する権利を有しております。

・ 当社グループが資産を稼働させる権利を有していて、資産の供給者には

当社グループによる稼働指示を変更する権利がないか。

・ 当社グループが、資産の使用方法及び使用目的を事前に決定するように、

資産を設計したか。

当社グループは、リース要素が含まれる契約の締結時又は見直し時に、契約

で合意した対価を、各リース要素及び非リース要素の独立価格の比率に基づい

て各要素に按分します。
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当社グループは、リースの開始日に使用権資産とリース負債を認識します。

使用権資産は、取得原価で当初測定しております。この取得原価は、リース負

債の当初測定額に、開始日又はそれ以前に支払ったリース料を調整し、発生し

た当初直接コストと原資産の解体及び除去、原資産又は原資産の設置された敷

地の原状回復の際に生じるコストの見積りを加えて算定します。

当初認識後、使用権資産は、開始日から使用権資産の耐用年数の終了時又は

リース期間の終了時のいずれか早い方の日まで、定額法により減価償却します。

使用権資産の耐用年数は、自己所有の有形固定資産と同様に決定します。

リース負債は、開始日時点で支払われていないリース料をリースの計算利子

率を用いて割り引いた現在価値で当初測定しております。リースの計算利子率

が容易に算定できない場合には、当社グループの追加借入利子率を用いており、

一般的に、当社グループは追加借入利子率を割引率として使用しております。

リース負債の測定に含めるリース料総額は、以下で構成されます。

・ 固定リース料（実質的な固定リース料を含む）。

・ 指数又はレートに基づいて算定される変動リース料。当初測定には開始

日現在の指数又はレートを用いる。

・ 残価保証に基づいて支払うと見込まれる金額。

・ 当社グループが行使することが合理的に確実である場合の購入オプショ

ンの行使価格、延長オプションを行使することが合理的に確実である場

合のオプション期間のリース料、及びリースの早期解約に対するペナル

ティの支払額（当社グループが早期解約しないことが合理的に確実な場

合を除く）。

リース負債は、実効金利法による償却原価で測定しております。指数又はレ

ートの変動により将来のリース料が変動した場合、残価保証に基づいて支払う

と見込まれる金額の見積りが変動した場合、購入、延長、あるいは解約オプシ

ョンを行使するかどうかの判定が変化した場合、又は、実質的な固定リース料

が変更された場合、リース負債は再測定されます。このようにリース負債を再

測定する場合、対応する修正は使用権資産の帳簿価額を修正するか、使用権資

産の帳簿価額がゼロまで減額されている場合には損益として認識します。

(3) 非金融資産の減損

棚卸資産、繰延税金資産及び売却目的で保有する非流動資産を除く非金融資

産については、資産が減損している可能性を示す兆候があるか否かを評価して

おります。
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減損の兆候が存在する場合には、個別の資産又は資金生成単位ごとの回収可

能価額を測定しております。なお、のれん、耐用年数を確定できない無形資産

及び未だ使用可能でない無形資産は償却を行わず、毎期同時期及び兆候を識別

した場合にはその都度、減損テストを実施しております。

減損テストにおいて、資産は、継続的な使用により他の資産又は資金生成単

位のキャッシュ・インフローから概ね独立したキャッシュ・インフローを生み

出す最小の資産グループに集約しております。企業結合から生じたのれんは、

結合のシナジーが得られると期待される資金生成単位又は資金生成単位グルー

プに配分しております。当社グループの全社資産は、独立したキャッシュ・イ

ンフローを生成しないため、全社資産に減損の兆候がある場合、全社資産が帰

属する資金生成単位の回収可能価額を見積っております。

回収可能価額は、使用価値と処分コスト控除後の公正価値のいずれか高い方

で測定しております。ただし、個別に重要なのれん及び顧客関連資産が配分さ

れた資金生成単位においては、回収可能価額を使用価値により測定しておりま

す。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及びその資産

の固有のリスクを反映した税引前割引率を用いて現在価値に割り引いて算定し

ております。将来キャッシュ・フローの見積りにおいて、経営者によって承認

された直近の事業計画を用いており、事業計画の中で将来の収益は、過去の業

績及び市場動向の経営者予測を加味して見積っており、コストは、その収益の

変動を加味して見積っております。このため、これらののれん及び顧客関連資

産を含む資産グループが属する資金生成単位において、見込んでいた将来の事

業の成長が達成されない場合や事業計画の前提となった経営環境に著しい悪化

が認められた場合、あるいはそのような見込みがある場合には、減損の兆候が

あると認められ、減損損失の認識の判定が必要となる可能性があり、これらの

結果、連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があり

ます。

個別の資産又は資金生成単位の帳簿価額が回収可能価額を上回る場合には純

損益にて減損損失を認識し、当該資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額して

おります。資金生成単位に関連して認識した減損損失は、まずその資金生成単

位に配分されたのれんの帳簿価額を減額するように配分し、次に資金生成単位

内のその他の資産の帳簿価額を比例的に減額しております。
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のれんに係る減損損失は、戻入れを行っておりません。のれん以外の非金融

資産に係る減損損失は、減損損失がもはや存在しないか又は減少している可能

性を示す兆候が存在する場合に当該資産の回収可能価額を見積っており、回収

可能価額が減損処理後の帳簿価額を上回った場合には減損損失の戻入れを行っ

ております。なお、減損損失の戻入れは過去の期間において当該資産に認識し

た減損損失がなかった場合の帳簿価額を超えない範囲を上限として回収可能価

額と帳簿価額との差額を純損益にて認識しております。

(4) 重要な引当金の計上基準

引当金は、過去の事象の結果として、当社グループが現在の法的債務又は推

定的債務を有し、その債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出の

可能性が高く、かつその資源の流出の金額について信頼できる見積りができる

場合に認識しております。

引当金は見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間的価値及びその負債に特

有のリスクを反映した税引前の利率を用いて現在価値に割り引いております。

時の経過に伴う割引額の振戻しは、金融費用として認識しております。

当社グループは引当金として、主に資産除去債務を認識しております。

資産除去債務は、資産の解体・除去費用、原状回復費用、並びに資産を使用

した結果生じる支出に関して引当金を認識するとともに、当該資産の取得原価

に加算しております。将来の見積費用及び適用された割引率は毎年見直され、

修正が必要と判断された場合は当該資産の帳簿価額に加算又は控除し、会計上

の見積りの変更として処理しております。

(5) 従業員給付

短期従業員給付について、割引計算は行わず、関連するサービスが提供され

た時点で費用として計上しております。賞与及び有給休暇費用については、そ

れらを支払うべき現在の法的又は推定的債務を負っており、かつ、その金額を

信頼性をもって見積ることができる場合に、それらの制度に基づいて支払われ

ると見積られる額を負債として認識しております。
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(6) 売上収益

当社グループは、IFRS第15号の範囲に含まれる取引について以下の５ステッ

プアプローチに基づき、収益を認識しております（IFRS第９号に基づく利息及

び配当収益等やIFRS第16号「リース」に基づく受取リース料を除く）。

ステップ１：契約の識別

ステップ２：履行義務の識別

ステップ３：取引価格の算定

ステップ４：履行義務への取引価格の配分

ステップ５：履行義務の充足による収益の認識

１．AI Research & Solution事業

アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っており、パートナー企業のニー

ズに合わせて共同研究開発からソリューションの提供までを一気通貫で実施

しております。当該取引により顧客との契約から生じる収益は、一定の期間

にわたり履行義務が充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗

度の見積りの方法は以下のとおりであります。

・ 提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得する契約につい

ては、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に

直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、

請求する権利を有している金額にて収益を認識しております（アウト

プット法）。

・ 提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得しない契約につ

いては、プロジェクトの進捗に伴って履行義務が充足することから見

積り総工数に対する累積実際発生工数の割合に基づき収益を認識して

おります（インプット法）。

また、実オペレーションを通じた製品・サービス開発の一環で、IoT機器か

らリアル空間のデータをクラウド上に収集し顧客への価値提供を実現するサ

ービスの開発として駐車場機器の販売・駐車場の管理受託を行っております。

駐車場機器の販売により顧客との契約から生じる収益は、顧客が検収した時

点で支配が顧客に移転されると判断し、収益を認識しております。駐車場の

管理受託については、契約期間にわたり均一のサービスを提供するものであ

るため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、サービスの提供

期間にわたって収益を認識しております。
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２．AI SaaS事業

AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成果をもとに、

汎用的なニーズに対応するAI SaaSプロダクトを販売しております。当該取引

により顧客との契約から生じる収益は、契約期間にわたり均一のサービスを

提供するものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、

サービスの提供期間にわたって収益を認識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヶ月以内に受領して

おり、重要な金融要素はありません。また、取引価格は、顧客との契約に基

づき顧客と約束した対価を基礎として算定しております。なお、顧客と約束

した対価の中に重要な変動対価はありません。

(7) 法人所得税

法人所得税費用は、当期税金と繰延税金の合計として表示しております。

当期税金は、決算日において制定され又は実質的に制定されている税率を用

いて、税務当局に対する納付又は税務当局からの還付の見積りに、前年度まで

の未払法人税及び未収還付税を調整したものであります。未払当期税金又は未

収当期税金の金額は、法人税に関連する不確実性(該当ある場合)を反映した、

支払い、又は受け取ると見込まれる税金金額の最善の見積りによるものであり

ます。これらは、企業結合に関連するもの及びその他の包括利益又は資本に直

接認識される項目を除き、当期の純損益にて認識しております。未収法人所得

税と未払法人所得税は、特定の要件を満たす場合に相殺しております。

繰延税金資産及び負債は、決算日までに制定又は実質的に制定されている税

法に基づいて、資産が実現する期又は負債が決済される期に適用されると予想

される税率で算定しております。繰延税金資産及び負債は、連結会計年度末に

おける資産及び負債の会計上の帳簿価額と税務基準額の差額である一時差異並

びに繰越欠損金に基づいて算定しております。繰延税金資産は、将来減算一時

差異、税務上の繰越欠損金及び繰越税額控除に対して、それらを利用できる課

税所得が生じる可能性が高い範囲で認識しております。認識された繰延税金資

産については、過去の課税所得水準及び繰延税金資産が認識できる期間におけ

る課税所得の予測に基づき、税務便益が実現する可能性が高いと判断しており

ますが、課税所得が生じる時期及び金額は、将来の経済条件の変動の影響を受

ける可能性があり、見直しが必要になった場合、連結計算書類において認識す

る金額に重要な影響を与える可能性があります。
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なお、企業結合ではなく、取引時に会計上の利益にも課税所得にも影響しな

い取引における当初認識から生じる一時差異については、繰延税金資産及び負

債を認識しておりません。また、のれんの当初認識において生じる将来加算一

時差異についても、繰延税金負債を認識しておりません。

子会社、関連会社及び共同支配企業に対する投資に係る将来加算一時差異に

ついては、繰延税金負債を認識しております。ただし、一時差異を解消する時

期をコントロールでき、かつ予測可能な期間内に一時差異が解消しない可能性

が高い場合には認識しておりません。また、子会社、関連会社及び共同支配企

業に対する投資に係る将来減算一時差異については、一時差異が予測し得る期

間内に解消し、かつ課税所得を稼得する可能性が高い範囲でのみ繰延税金資産

を認識しております。

繰延税金資産及び負債は、当期税金資産と当期税金負債を相殺する法律上強

制力のある権利を有し、かつ同一の税務当局によって同一の納税主体に対して

課される法人所得税に関するものである場合に相殺しております。
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(会計上の見積りに関する注記)

連結計算書類の作成において、経営者は、会計方針の適用並びに資産、負債、収

益及び費用の報告額に影響を及ぼす判断、見積り及び仮定の設定をすることが義務

付けられております。ただし、実際の業績はこれらの見積りとは異なる場合があり

ます。

見積り及びその基礎となる仮定は継続して見直しております。会計上の見積りの

変更は、見積りが変更された会計期間及び影響を受ける将来の会計期間において認

識されます。

当社グループの連結計算書類で認識した金額に重要な影響を与える判断、見積り

及び仮定は、以下のとおりであります。

・金融資産の公正価値評価

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

その他の金融資産 4,138,851千円

② 重要な会計上の見積りの内容の理解に資する情報

「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ４．会計

方針に関する事項 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 金融商品」、「金

融商品に関する注記」をご参照ください。

・非金融資産の減損

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

のれん 12,942,102千円

無形資産 6,604,738千円

持分法で会計処理されている投資 2,596,239千円

② 重要な会計上の見積りの内容の理解に資する情報

「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ４．会計

方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 のれん及び無

形資産」、「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

４．会計方針に関する事項 (3) 非金融資産の減損」をご参照ください。な

お、持分法で会計処理されている投資は、関連会社に対する投資の総額を単一

の資産として、投資が減損している可能性を示唆する客観的な証拠が存在する

場合に、減損テストを実施しております。

・繰延税金資産の回収可能性

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 158,112千円

② 重要な会計上の見積りの内容の理解に資する情報

「連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記 ４．会計

方針に関する事項 (7) 法人所得税」をご参照ください。
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(連結財政状態計算書に関する注記)

１．資産から直接控除した貸倒引当金

流動資産 11,210千円

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,655,704千円

３．担保提供資産及び被担保債務

(1) 担保提供資産

現金及び預金 2,048,400千円

建物 16,913 〃

土地 335,890 〃

計 2,401,203千円

また、上記のほか、子会社株式11,766,777千円（連結消去前）を担保に供

しております。

(2) 被担保債務

長期借入金（１年内返済予定含む） 2,304,676千円
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(連結持分変動計算書に関する注記)

１．当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数

当社の授権株式数、発行済株式数は以下のとおりであります。

(単位：株)

当連結会計年度末
(2025年９月30日)

株式の種類 無額面普通株式

授権株式数 40,000,000

発行済株式数

期首： 31,948,000

期中増減 ―

期末： 31,948,000

(単位：株)

当連結会計年度末
(2025年９月30日)

株式の種類 自己株式(普通株式)

自己株式

期首： 921,532

期中増減(注) △30,123

期末： 891,409

(注) 期中増減の主な要因は、役職員等インセンティブ制度の信託財産として

所有している当社株式を取得したことによる増加及び付与したことによ

る減少であります。

２．剰余金の配当に関する事項

該当事項はありません。

３．当連結会計年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株

式の種類及び総数

普通株式 40,000株
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(金融商品に関する注記)

１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、事業活動を行う過程において生じる財務上のリスクを軽減す

るために、リスク管理を行っております。リスク管理にあたっては、リスク発生

要因の根本からの発生を防止することでリスクを回避し、回避できないリスクに

ついてはその低減を図るようにしております。

デリバティブ取引は、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的

な取引は行わない方針であります。

当社グループの事業活動は、事業環境・金融市場環境による影響を受けます。

事業活動の過程で保有する金融商品は固有のリスクに晒されます。当社グループ

のリスクには、主に(1)市場リスク(①株価変動リスク、②金利変動リスク)、(2)

信用リスク、(3)流動性リスクが含まれます。

(1) 市場リスク

① 株価変動リスク

当社グループは、事業上の関係を有する企業の株式を保有しており、その

うち、上場株式は市場価格の変動リスクに晒されております。当該リスクに

対しては、定期的に発行体の財務状況等の把握に努め、発行体との関係を勘

案して保有状況を継続的に見直すことで対応しております。

② 金利変動リスク

当社グループは、運転資金や株式取得資金などを確保するため金融機関か

らの借入れを通じて資金調達を行っており、金利変動リスクに晒されており

ます。当社グループでは、金利変動リスクを抑えるため、変動金利相場の現

状及び今後の見通しについて適宜モニタリングを実施する方針であります。

(2) 信用リスク

営業債権及びその他の債権、契約資産並びに敷金等の金融資産は、取引相手

先の信用リスクに晒されております。当社グループは、これら金融債権につい

て、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに財務

状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、子会

社についても、当社の社内規程に準じて、同様の管理を行っております。
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(3) 流動性リスク

流動性リスクとは、当社グループが現金又はその他の金融資産により決済す

る金融負債に関連する債務を履行するにあたり、支払期日にその支払を実行で

きなくなるリスクであります。

営業債務及びその他の債務、借入金、リース負債及びその他の金融負債は流

動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、適時に資金計画を作

成・更新するとともに、金融機関からの借入枠を維持することなどにより、当

該リスクを管理しております。

２．金融商品の公正価値等に関する事項

(1) 公正価値の測定方法

① 資産

現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権等の流動項目は短期間で

決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

その他の金融商品を構成する投資のうち、上場株式等活発な市場における

価格のあるものは、期末日の市場価格を公正価値としております。活発な市

場における価格のないものは、直近の独立した第三者間取引やファイナンス

価格の情報が利用可能な場合、当該直近の取引価格を公正価値としておりま

す。なお、直近の取引価格について、取引発生後一定期間は有効であるもの

と仮定しております。これらの直近の取引価格が利用できない場合には、割

引キャッシュ・フロー法、類似企業比較法又は純資産に基づく評価モデルに

より算定しております。割引キャッシュ・フロー法及び類似企業比較法によ

る公正価値の測定は、割引率、株価売上高倍率等の観察可能でないインプッ

トを利用し、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを加味しておりま

す。純資産に基づく公正価値の測定は、発行会社の純資産を基礎とし、必要

に応じてその金額を修正して算定しております。

その他の非流動資産の公正価値は、リスク調整後割引率で現在価値に割り

引いて公正価値を算定しており、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値とな

っております。
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② 負債

営業債務及びその他の債務等の流動項目は、以下の項目を除き、短期間で

決済されるため、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっております。

・非支配持分との間の追加持分取得に係る先渡契約

その他の金融負債には非支配持分との間の追加持分取得に係る先渡契約

が含まれており、これについては、想定される将来キャッシュ・フローを

加重平均資本コストによって割り引く方法で公正価値を算定しております。

長期借入金(１年以内返済分も含む)は、元利金の合計額を同様の新規借入

を行った場合に想定される利率で割り引く方法で公正価値を算定しておりま

す。

(2) 償却原価で測定する金融商品

償却原価で測定する金融商品のうち、帳簿価額と公正価値が合理的な近似値

となっていないものについて、公正価値及び連結財政状態計算書における帳簿

価額は、以下のとおりであります。

(単位：千円)

当連結会計年度末
(2025年９月30日)

帳簿価額 公正価値

借入金 9,608,400 9,643,343

借入金の公正価値は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定

される利率で割り引く方法で算定しており、公正価値のヒエラルキーはレベル

２に該当いたします。

(3) 公正価値のヒエラルキー

金融商品の公正価値のヒエラルキーは、以下のとおり分類しております。

レベル１：活発な市場における同一の資産又は負債の公表価格

レベル２：レベル１に分類される相場価格以外で、資産又は負債について

直接又は間接的に観察可能なインプット

レベル３：観察可能な市場データに基づかない、観察不能なインプット

金融商品のレベル間の振替は、連結会計年度末において認識しております。

当連結会計年度において、レベル１とレベル２の間の重要な振替が行われた金

融商品はありません。
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公正価値で測定する金融商品の公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりであ

ります。

当連結会計年度末(2025年９月30日)

(単位：千円)

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

金融資産

純損益を通じて公正
価値で測定する金融
資産：

負債性金融商品
(注)１

― ― 784,267 784,267

その他の包括利益を
通じて公正価値で測
定する金融資産：

資本性金融商品
(注)１

314,180 ― 2,584,439 2,898,620

合計 314,180 ― 3,368,707 3,682,888

金融負債

純損益を通じて公正
価値で測定する金融
負債：
非支配持分との間
の追加持分取得に
係る先渡契約
(注)２

― ― 1,269,500 1,269,500

合計 ― ― 1,269,500 1,269,500

(注) １．当社グループの資本性金融商品は上場株式と非上場株式で構成され、また、

負債性金融商品はファンド投資で構成され、いずれも「その他の金融資産

(非流動)」に含めております。上場株式はレベル１、非上場株式及びファ

ンド投資はレベル３に区分しております。

２．当社グループは、特定の子会社について、一定の期間経過後に契約上で定

められた方式に基づいて算定された価格で追加の株式を非支配持分から取

得する義務を負う先渡契約を締結しており、先渡契約の現在価値で金融負

債を認識しております。当該金融負債は連結財政状態計算書において「そ

の他の金融負債(流動)」及び「その他の金融負債(非流動)」に含めており、

公正価値ヒエラルキーのレベル３に区分しております。
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(4) レベル３に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

(単位：千円)

金融資産 資本性金融商品 負債性金融商品
デリバティブ

資産

期首残高 3,082,258 832,819 103,545

利得及び損失

純損益 ― △32,636 △103,545

その他の包括利益 △687,318 ― ―

購入 127,000 ― ―

売却 ― ― ―

その他 62,500 △15,915 ―

期末残高 2,584,439 784,267 ―

(単位：千円)

金融負債
非支配持分との間
の追加持分取得に
係る先渡契約

期首残高 ―

利得及び損失

純損益 455,500

その他の包括利益 ―

契約の締結による増
加

814,000

その他 ―

期末残高 1,269,500

純損益は、連結損益計算書において、金融収益又は金融費用に含まれており

ます。
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(収益認識に関する注記)

１．収益の分解

顧客との契約から認識した売上収益の分解は以下のとおりであります。

当連結会計年度(自 2024年10月１日 至 2025年９月30日)

(単位：千円)

報告セグメント

AI Research &
Solution

AI SaaS 計

主要なサービス
ストック収益 6,319,473 7,972,980 14,292,454

フロー収益 6,570,116 908,821 7,478,938

顧客との契約から認識した収益 12,889,589 8,881,802 21,771,392

(注) １．AI Research ＆ Solutionは主として株式会社PKSHA Technology、株式会社

アイテック等の売上収益が含まれており、アルゴリズムライセンスの提供

や駐車場の管理受託等、継続的に発生する売上収益をストック収益、顧客

との共同研究・ソリューションによる売上収益や駐車場機器の販売等をフ

ロー収益としております。

２．AI SaaSには株式会社PKSHA Technology、株式会社PKSHA Associatesが提供

する各種ソフトウエアプロダクトに係る売上収益が含まれており、利用料

金等の継続課金による売上収益をストック収益とし、初期設定等による売

上収益をフロー収益としております。

２．収益を理解するための基礎となる情報

「 (連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記) ４．会計

方針に関する事項 (6) 売上収益」に記載しております。
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３．当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

(1) 契約残高

顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の金額は以下のとおり

であります。

(単位：千円)

当連結会計年度末
(2025年９月30日)

「営業債権及びその他の債権」
に含まれる債権

3,596,609

「営業債権及びその他の債権」
に含まれる契約資産（注）１

207,690

契約負債（注）２ 646,795

(注) １．契約資産は、主にAI Research ＆ Solution事業におけるソリューシ

ョン提供について、報告日時点で完了しているがまだ請求していな

い履行義務に係る対価に関連するものであり、支払に対する権利が

無条件になった時点で債権に振り替えられます。

２．契約負債は顧客からの前受金に関連するものであり、履行義務を充

足した時点で収益に振り替えられます。また、当連結会計年度に認

識した収益のうち期首現在の契約負債残高に含まれていたものは

509,888千円であります。

(2) 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、当初に予想される契約期間が１年を超える重要な

取引がないため、実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を

省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含

まれていない重要な金額はありません。
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(企業結合等に関する注記)

(企業結合に係る暫定的な会計処理の確定)

2024年５月31日に当社が取得したトライアンフについて、前連結会計年度におい

ては取得対価の配分が完了していなかったため暫定的な会計処理を行っておりまし

たが、当連結会計年度において取得対価の配分が完了しております。確定した取得

対価の配分額に基づき、発生したのれんの金額を次のとおり修正しております。

(単位：千円)

内訳 金額

のれん(修正前) 1,546,759

無形資産 △444,000

繰延税金負債 153,576

のれん(修正後) 1,256,336

この暫定的な会計処理の確定に伴い、連結財政状態計算書における前連結会計年

度末の金額を遡及修正しております。その結果、遡及修正前と比べ、無形資産が

417,531千円、繰延税金負債が106,242千円それぞれ増加し、のれんが290,423千円、

繰延税金資産が38,179千円、利益剰余金が17,313千円それぞれ減少しております。

(子会社の取得)

(1) 企業結合の概要

当社は、2025年７月７日から同８月19日まで実施した株式会社サーキュレーシ

ョン（以下「サーキュレーション」という。）に対する公開買付け（以下「本公開

買付け」という。）により、同社の議決権の94.29％を取得し子会社といたしまし

た。

本公開買付けの成立後、当社は、サーキュレーションの普通株式の全てを所有

することを目的として、当社を除く全株主に対して会社法第179条第１項に基づく

株式売渡請求を実施し、2025年９月24日をもって同社を完全子会社といたしまし

た。これにより、サーキュレーションは東京証券取引所の規程に従いグロース市

場を上場廃止となりました。

なお、当社は本公開買付けと株式売渡請求による株式の取得を単一の取引とし

て会計処理しております。
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①被取得企業の名称及び事業の内容

被取得企業の名称 株式会社サーキュレーション

事業の内容 企業の経営課題を解決するために、外部のプロフェッショ

ナル人材を活用する「プロシェアリング」サービスを提供

する。業種やテーマごとに最適な人材をマッチングし、戦

略立案から実行までを一貫して支援し、人材不足や専門性

の欠如といった課題に対する柔軟かつ迅速なソリューショ

ンを提供する。

②企業結合の主な理由

当社とサーキュレーションは、2024年６月に資本業務提携契約を締結して以来、

AI技術を活用し、プロ人材の最適なマッチングなど、顧客企業への提供価値の最

大化を共同で推進してまいりました。具体的には、AIによるデータ分析や自動化

技術を活用し、顧客企業への価値提供の高速化や意思決定の質の向上等を実現し

ておりました。

当社は、両社が互いに上場企業であるため独立した事業運営を行う必要があり、

秘匿性の高い情報の共有ができないといった制約を解消し、両社が中長期的なビ

ジョンを共有し、一体となって事業展開を行うことにより、AIによる企業・プロ

人材のマッチング精度の向上や、両社の顧客基盤に対するプロ人材とAIエージェ

ントを組み合わせた総合的な価値提供、プロ人材のAIによる能力拡張支援による

人材・企業両面への付加価値の向上、AIケイパビリティ獲得支援サービスの提供

による人材集客力の強化といった両社のシナジーを最大限に引き出すことができ

ると考え、サーキュレーションを完全子会社化することといたしました。

③取得日

2025年８月26日（本公開買付けの決済の開始日）

④被取得企業の支配を獲得した方法

株式の取得

⑤取得した議決権の割合

取得日直前に所有していた議決権比率 7.5％

取得後の議決権比率 100.0％

（注）上記は株式売渡請求完了後の比率であり、本公開買付けの実施時点では

94.29％であります。
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(2) 対価

(単位：千円)

内訳 金額

取得日以前に保有していた資本持分の公正価値 559,160

株式公開買付による株式の取得に係る現金対価 6,473,548

株式売渡請求による株式の取得に係る現金対価 402,644

合計 7,435,353

(注) １．当該企業結合に係る取得関連コストは262,344千円であり、連結損益計

算書の「販売費及び一般管理費」に含めております。

２．上記現金対価のうち、株式売渡請求に基づく支払の決済は、決算日後

に実施されます。

３．当社が取得日の直前に保有していたサーキュレーションの資本持分を

取得日における公正価値で再測定した結果、段階取得に係る差益とし

て45,303千円を認識し、その他の包括利益として計上しております。

(3) 取得資産及び引受負債の公正価値、並びにのれん

(単位：千円)

内訳 金額

流動資産 (注) ２ 3,866,504

非流動資産 1,116,718

流動負債 △1,401,549

非流動負債 △296,854

純資産 3,284,818

単一の取引処理による調整額 (注) ３ △513

のれん (注) ４ 4,151,048

(注) １．取得対価は、取得日における公正価値を基礎として、取得した資産及

び引き受けた負債に配分しております。

２．取得した営業債権及びその他の債権の公正価値は997,860千円でありま

す。契約上の未収金額は998,428千円であり、回収不能と見積もられる

契約上のキャッシュ・フローは568千円であります。

３．本公開買付けと株式売渡請求による株式の取得について、目的の同一

性と取引時期の近接性から、単一の取引として会計処理しております。

調整額は本公開買付けによる取得日後、株式売渡請求の実施までに発

生した非支配持分の変動額であります。
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４．当該企業結合により生じたのれんは、AI Research & Solution事業に

計上されております。のれんの構成要因は、主として営業活動の統合

による相乗効果、規模の経済性、個別認識の要件を満たさない無形資

産からなります。税務上損金に算入されることが見込まれる金額はあ

りません。

(4) 業績に与える影響

当社グループの連結損益計算書に含まれている、取得日以降にサーキュレーシ

ョンから生じた業績影響は、売上収益が824,389千円、当期損失が9,062千円であ

ります。当該企業結合が当連結会計年度期首に実施されたと仮定した場合の損益

情報（プロフォーマ情報）は、売上収益が30,097,095千円、当期利益が2,827,835

千円であります。なお、当該プロフォーマ情報は監査証明を受けておりません。

(子会社に対する支配の喪失)

当社の子会社であった株式会社Sapeetは、2024年10月29日をもって東京証券取引

所グロース市場へ新規上場いたしました。これに伴い、当社は保有株式の一部につ

いて売出し（議決権比率は53.5％から37.1％へ減少）を行ったことにより支配を喪

失し、同社は当社の関連会社となりました。

(1) 支配喪失日現在の子会社の資産及び負債

(単位：千円)

内訳 金額

流動資産 433,699

非流動資産 158,159

資産合計 591,859

流動負債 238,840

非流動負債 19,906

負債合計 258,746
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(2) 支配喪失に伴う損益

当連結会計年度において、保有株式の一部売出しに伴う関係会社株式売却益

を198,365千円、残存投資を公正価値で再測定したことによる評価益を711,121

千円それぞれ認識しており、連結損益計算書の「その他の収益」に含めており

ます。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり親会社所有者帰属持分 1,110.79円

基本的１株当たり当期利益 86.47円

（注）１株当たり親会社所有者帰属持分及び基本的１株当たり当期利益の算定に

用いられた期末発行済株式数及び期中平均株式数からは、従業員等を対象

とする株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式の数を控除しておりま

す。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
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貸借対照表
（2025年９月30日現在）

（単位：千円）

資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産 11,925,103 流 動 負 債 8,455,067

現金及び預金 9,857,482 買掛金 266,613

売掛金及び契約資産 1,333,614 未払金 647,978

前払費用 400,951 未払費用 410,163

短期貸付金 181,373 短期借入金 6,474,000

その他 159,264
１年内返済予定の長期
借入金

114,288

貸倒引当金 △7,582 未払法人税等 4,193

固 定 資 産 29,073,285 契約負債 242,400

有形固定資産 854,736 預り金 68,405

建物 288,301 株式給付引当金 122,091

工具、器具及び備品 238,390 その他 104,932

土地 327,912 固 定 負 債 1,289,253

その他 132 繰延税金負債 670,767

無形固定資産 4,973,504 長期借入金 609,520

顧客関連資産 2,907,493 株式給付引当金 8,965

のれん 1,288,499 負 債 合 計 9,744,321

ソフトウエア 744,360 純 資 産 の 部

その他 33,150 株 主 資 本 31,084,994

投資その他の資産 23,245,044 資本金 10,000

投資有価証券 2,119,457 資本剰余金 25,841,730

関係会社株式 20,354,813 資本準備金 12,662,259

長期貸付金 529,373 その他資本剰余金 13,179,471

その他 241,399 利益剰余金 7,001,396

その他利益剰余金 7,001,396

オープンイノベーション
促進税制積立金

74,999

繰越利益剰余金 6,926,396

自己株式 △1,768,131

評価・換算差額等 99,624

その他有価証券評価差額金 99,624

新株予約権 69,447

純 資 産 合 計 31,254,067

資 産 合 計 40,998,388 負 債 純 資 産 合 計 40,998,388

(注) 上記記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売上高 5,469,192

売上原価 2,989,715

売上総利益 2,479,477

販売費及び一般管理費 2,399,566

営業利益 79,911

営業外収益

受取利息 15,681

経営管理料 981,294

その他 11,103 1,008,080

営業外費用

支払利息 13,059

投資事業組合運用損 16,709

支払手数料 40,027

その他 10,169 79,966

経常利益 1,008,025

特別利益

抱合せ株式消滅差益 2,414,333

投資有価証券売却益 417,102

その他 144,047 2,975,483

特別損失

投資有価証券評価損 82,426

減損損失 43,569 125,995

税引前当期純利益 3,857,512

法人税、住民税及び事業税 87,752

法人税等調整額 524,082 611,834

当期純利益 3,245,678

(注) 上記記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書
（2024年10月１日から2025年９月30日まで）

（単位：千円）

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

当期首残高 10,000 12,662,259 12,947,475 25,609,734

当期変動額 ―

自己株式の取得 △2,405 △2,405

自己株式の処分 234,401 234,401

その他 ―

当期純利益 ―

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

―

当期変動額合計 ― ― 231,995 231,995

当期末合計 10,000 12,662,259 13,179,471 25,841,730

株主資本

株主資本合計

利益剰余金

自己株式
その他利益剰余金

利益剰余金
合計

オープンイノ
ベーション促
進税制積立金

繰越利益
剰余金

当期首残高 74,999 3,680,718 3,755,717 △1,711,195 27,664,256

当期変動額 ― ―

自己株式の取得 ― △4,461 △6,866

自己株式の処分 ― 36,855 271,257

その他 ― △89,330 △89,330

当期純利益 3,245,678 3,245,678 3,245,678

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

― ―

当期変動額合計 ― 3,245,678 3,245,678 △56,936 3,420,738

当期末合計 74,999 6,926,396 7,001,396 △1,768,131 31,084,994
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（単位：千円）

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

当期首残高 △15,136 △15,136 23,495 27,672,616

当期変動額 ― ―

自己株式の取得 ― △6,866

自己株式の処分 ― 271,257

その他 ― △89,330

当期純利益 ― 3,245,678

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

114,761 114,761 45,951 160,713

当期変動額合計 114,761 114,761 45,951 3,581,451

当期末合計 99,624 99,624 69,447 31,254,067

(注) 上記記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

１. 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法

関係会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等

以外のもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定)

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

２．重要な固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、建物(附属設備を除く)及び2016年４月１日以後に取得した建物附属

設備については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 ３年～45年

工具、器具及び備品 ３年～15年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

顧客関連資産 20年

のれん 15年

ソフトウエア ５年

３．重要な引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等に

より、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

(2) 株式給付引当金

当社の株式交付ガイドラインに基づく役職員等への当社株式の給付に備える

ため、当事業年度末における要給付見込額を計上しております。
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４．重要な収益及び費用の計上基準

(1) AI Research & Solution事業

アルゴリズム・知能化技術の事業化を行っており、パートナー企業のニーズ

に合わせて共同研究開発からソリューションの提供までを一気通貫で実施して

おります。当該取引により顧客との契約から生じる収益は、一定の期間にわた

り履行義務が充足されると判断しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積

りの方法は以下のとおりであります。

・ 提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得する契約につい

ては、現在までに履行が完了した部分に対する顧客にとっての価値に

直接対応する対価の額を顧客から受け取る権利を有していることから、

請求する権利を有している金額にて収益を認識しております（アウト

プット法）。

・ 提供したサービスの期間に応じて月次で請求権を獲得しない契約につ

いては、プロジェクトの進捗に伴って履行義務が充足することから見

積り総工数に対する累積実際発生工数の割合に基づき収益を認識して

おります（インプット法）。

(2) AI SaaS事業

AI Research & Solution事業におけるアルゴリズムの開発成果をもとに、汎

用的なニーズに対応するAI SaaSプロダクトを販売しております。当該取引によ

り顧客との契約から生じる収益は、契約期間にわたり均一のサービスを提供す

るものであるため、時の経過に応じて履行義務が充足されると判断し、サービ

スの提供期間にわたって収益を認識しております。

なお、取引の対価は、履行義務を充足してから概ね１ヶ月以内に受領してお

り、重要な金融要素はありません。また、取引価格は、顧客との契約に基づき

顧客と約束した対価を基礎として算定しております。なお、顧客と約束した対

価の中に重要な変動対価はありません。

５．その他計算書類の作成のための重要な事項

関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び

手続

譲渡制限付株式報酬制度

当社の譲渡制限付株式報酬制度に基づき、当社の従業員等に支給した報酬

等については、対象勤務期間にわたって費用処理しております。
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(会計方針の変更に関する注記)

(法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」等の適用)

「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」（企業会計基準第27号

2022年10月28日。以下「2022年改正会計基準」という。）等を当事業年度の期首

から適用しております。法人税等の計上区分に関する改正については、2022年改

正会計基準第20-３項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っております。こ

れによる計算書類に与える影響はありません。

(表示方法の変更に関する注記)

(損益計算書)

前事業年度において営業外費用の「その他」に含めておりました「支払手数

料」（前事業年度141千円）については、重要性が増したため、当事業年度におい

ては区分掲記しております。

(会計上の見積りに関する注記)

１．関係会社株式の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

当事業年度末の貸借対照表において、関係会社株式20,354,813千円（子会社

株式18,171,572千円、関連会社株式2,183,240千円）を計上しております。この

うち16,335,932千円は以下の関係会社の株式によるものであります。

連結子会社 金額（千円）

株式会社サーキュレーション 7,652,394

株式会社PKSHA Associates 5,716,041

合同会社桜坂１号 1,851,000

合同会社桜坂３号 1,116,497

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

非上場の関係会社に対する投資等、市場価格のない株式について、発行会社

の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下したときには、回復可能性が十

分な証拠によって裏付けられる場合を除いて、実質価額まで減額処理しており

ます。
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なお、企業買収において超過収益力等を反映して取得した非上場の関係会社

株式については、発行会社の財政状態の悪化がないとしても、超過収益力等の

減少に伴う実質価額の大幅な低下が将来の期間にわたって続くと予想され、超

過収益力等が見込めなくなった場合には、実質価額が著しく低下している限り、

実質価額まで減額処理しております。

関係会社における事業計画の未達等により、実質価額の回復可能性が十分に

裏付けられていると判断できない場合、翌事業年度の計算書類において、関係

会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。

２．のれん及び顧客関連資産の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した額

金額（千円）

のれん 1,288,499

顧客関連資産 2,907,493

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

企業結合により計上したのれん及び顧客関連資産は、その効果の発現する期

間にわたって均等償却されますが、のれんを含む資産グループに減損の兆候が

あると認められる場合、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フ

ローの総額と帳簿価額とを比較し、減損損失の認識の要否を判定いたします。

その結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額

まで減額処理しております。

減損の兆候に該当するかどうかは、主としてのれんを含む資産グループの営

業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続的なマイナスとなって

いる又は継続してマイナスになる見込みであることにより判断され、当事業年

度において、減損の兆候はないと判断しております。

のれんを含む資産グループの営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フロ

ーが継続的にマイナス又は継続してマイナスになる見込みとなった場合や経営

環境の著しい悪化が生じた場合など、減損の兆候があると認められ、減損損失

の認識の要否判定の結果、減損損失の認識が必要となった場合、翌事業年度の

計算書類において、のれん、顧客関連資産等の金額に重要な影響を与える可能

性があります。
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(貸借対照表に関する注記)

１．有形固定資産の減価償却累計額 748,703千円

２．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 367,773千円

短期金銭債務 56,120千円

長期金銭債権 529,373千円

３．担保資産

関係会社株式 10,619,892千円

上記の関係会社株式は、短期借入金6,474,000千円及び子会社である合

同会社桜坂１号の長期借入金（一年内返済予定含む）828,580千円並びに

子会社である合同会社桜坂３号の長期借入金（一年内返済予定含む）

1,487,500千円の担保に供しております。なお、合同会社桜坂１号及び合

同会社桜坂３号の長期借入金は、ノンリコースローンであります。

４．取締役に対する金銭債権 378千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額

営業取引(収入分) 743,338千円

営業取引(支出分) 295,487千円

営業取引以外の取引(収入分) 989,875千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 891,409株

（注）上記の株式数には、従業員等を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有す

る当社株式の数を含めております。
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(税効果会計に関する注記)

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)

資産調整勘定 297,044千円

未払賞与 115,280 〃

投資有価証券 41,007 〃

信託型ストックオプション関連未払金 35,149 〃

その他 46,456 〃

繰延税金資産小計 534,938千円

評価性引当額 △54,626 〃

繰延税金資産合計 480,311千円

(繰延税金負債)

顧客関連資産 1,028,574千円

その他有価証券評価差額金 54,887 〃

信託型ストックオプション関連未収入金 37,087 〃

その他 30,529 〃

繰延税金負債合計 1,151,079千円

繰延税金負債純額 670,767千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があ

るときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率 34.59％

（調整）

抱合せ株式消滅差益 △21.65％

税額控除 △0.27％

株式給付引当金 1.69％

株式報酬費用 0.49％

信託型ストックオプション関連損失 0.20％

住民税均等割等 0.10％

その他 0.71％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 15.86％
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(関連当事者との取引に関する注記)

１．親会社及び法人主要株主等

該当事項はありません。

２．役員及び個人主要株主等

該当事項はありません。

３．子会社等

種類 会社等の名称
議決権等の所
有(被所有)

割合

関連当事者と
の関係

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

子会社
株式会社 PKSHA
Workplace
(注）２

(所有)
直接100.0%

役員の兼任
業務委託

管理業務受託

管理業務受託
(注) １

522,786 ― ―

子会社
合 同 会 社 PKSHA

Technology Capital
(所有)

直接100.0%

役員の兼任
業務委託

管理業務受託
資金の提供

資金の回収
貸付金利息
(注) １

209,000
5,635

長期貸付金 500,000

子会社 合同会社桜坂１号
(所有)

直接100.0%
役員の兼任 有価証券の担保提供 1,851,000 ― ―

子会社
株式会社 PKSHA
Associates

(所有)
直接100.0%

役員の兼任
業務委託

管理業務受託

管理業務受託
(注) １

303,145 未収入金 27,769

子会社
株式会社 PKSHA
Communication
(注）２

(所有)
直接100.0%

役員の兼任
業務委託

管理業務受託

管理業務受託
(注) １

132,693 ― ―

子会社 合同会社桜坂３号
(所有)

直接100.0%
役員の兼任 有価証券の担保提供 1,116,497 ― ―

子会社 株式会社サーキュレーション
(所有)

直接100.0%
― 有価証券の担保提供 7,652,394 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) １．価格その他の取引条件は、子会社との間で締結された契約に基づき決定し

ております。

２．株式会社PKSHA Workplace及び株式会社PKSHA Communicationについては、

当事業年度において当社が吸収合併しております。
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(収益認識に関する注記)

連結注記表「 (連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

４．会計方針に関する事項 (6) 売上収益」に同一の内容を記載しているため、注記

を省略しております。

(１株当たり情報に関する注記)

１株当たり純資産 1,004.53円

１株当たり当期純利益 104.60円

（注）当事業年度の１株当たり情報の算定に用いられた期末発行済株式数及び期中

平均株式数からは、従業員等を対象とする株式報酬制度に係る信託が所有す

る当社株式の数を控除しております。

(企業結合に関する注記)

共通支配下の取引等

当社は2025年１月31日開催の取締役会決議に基づき、2025年７月１日を効力発

生日として、当社の完全子会社である、株式会社PKSHA Communication及び株式会

社PKSHA Workplaceを吸収合併いたしました。企業結合の概要は以下のとおりであ

ります。

１．企業結合の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称 事業の内容

株式会社PKSHA Communication AI SaaS製品の開発

株 式 会 社 PKSHA Workplace AI SaaS製品の開発

(2) 企業結合日（効力発生日）

2025年７月１日

(3) 企業結合の法的形式

当社を存続会社、株式会社PKSHA Communication及び株式会社PKSHA Workplaceを

消滅会社とする吸収合併方式であります。

なお、本合併は、当社において会社法第796条第２項に規定する簡易合併に該当

し、株式会社PKSHA Communication及び株式会社PKSHA Workplaceにおいては、同法

第784条第１項に規定する略式合併に該当するため、存続会社及び消滅会社におけ

る合併契約に関する株主総会の承認を得ることなく行うものであります。
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(4) 結合後企業の名称

株式会社PKSHA Technology

(5) その他取引の概要に関する事項

当社グループ内の経営資源を最大限活用し、経営の効率化・意思決定の迅速化行

うことを目的としております。

２．実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年１月16日)及び「企

業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指

針第10号 2019年１月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

なお、子会社株式の帳簿価額と合併に伴う受入純資産との差額2,414,333千円は、

損益計算書上の特別利益(抱合せ株式消滅差益)として計上しております。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月21日

株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 野 聡 人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 藤 篤 史

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏ

ｇｙの2024年10月１日から2025年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財
政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められ
た、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ＰＫＳ
ＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会
社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤
りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、国

際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示すること
にある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
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連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成する
ことが適切であるかどうかを評価し、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、
国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項
を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立
場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生す
る可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理
的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に
関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手
した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して
重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認
められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要
な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査
証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能
性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第１項後段の規定により定められた、
国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかととも
に、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎
となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ
適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算
書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載

すべき利害関係はない。

以 上
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会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
2025年11月21日

株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 西 野 聡 人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 伊 藤 篤 史

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎ

ｏｌｏｇｙの2024年10月１日から2025年９月30日までの第13期事業年度の計算書類、すなわち、貸
借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算
書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載
されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立してお
り、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎
となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容

を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの
整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監
査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程におい
て、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違が
あるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの
兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合に
は、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書

類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計
算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
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計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成すること
が適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基
づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視す
ることにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬に

よる重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場
から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可
能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見
込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じ
て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに
対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さら
に、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監
査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関
連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の
見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手し
た監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重
要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認め
られる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不
確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基
づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性があ
る。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内
容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別
した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその
他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵
守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除
去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフ
ガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係

はない。

以 上
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監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年10月１日から2025年９月30日までの第13期事業年度

における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以

下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関

する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統

制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい

て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、

下記の方法で監査を実施いたしました。

① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査

部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務

の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁

書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。

また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情

報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを

監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について

報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職

務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第

131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議

会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めま

した。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計

算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及

びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、

連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

― 76 ―

2025年11月21日 14時44分 $FOLDER; 76ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）



２．監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正

しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反す

る重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の

職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

（3）連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当である

と認めます。

2025年11月21日

株式会社ＰＫＳＨＡ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 監査等委員会

監査等委員 藤 岡 大 祐 ㊞

監査等委員 下 村 将 之 ㊞

監査等委員 佐 藤 裕 介 ㊞

（注）監査等委員藤岡大祐、下村将之及び佐藤裕介は、会社法第２条第15号及び第

331条第６項に規定する社外取締役であります。

以 上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

議 案 監査等委員でない取締役３名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く）全員（３名）は、本定時株主総会終結の

時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員であるものを除く）３名

の選任をお願いするものであります。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

１
上野山 勝 也

(1982年７月18日生)

2007年４月 ㈱ボストンコンサルティンググループ入
社

10,561,500株

2012年10月 ㈱ＡｐｐＲｅＳｅａｒｃｈ設立(現当社)
取締役

2014年４月 東京大学 消費インテリジェンス寄付講座
特任助教

2016年４月 ㈱PKSHA Capital(現㈱LUCE Capital)代表
取締役(現任)

2016年６月 当社代表取締役(現任)
2019年７月 ㈱アイテック取締役(現任)
2021年６月 ㈱アシリレラ(現㈱PKSHA Associates)取

締役(現任)
2021年６月 弁護士ドットコム㈱社外取締役(現任)
2023年10月 デジタル庁参与(現任)
2024年５月 ㈱トライアンフ取締役(現任)
2025年３月 スマートニュース㈱ 取締役(現任)
2025年６月 防衛省参与（現任）
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
所有する当社
の 株 式 の 数

２
水 谷 健 彦

(1973年１月31日生)

1995年４月 ㈱山野楽器入社

12,800株

1997年１月 ㈱テイハツ入社
1997年５月 ㈱グランドベスト入社
1997年８月 ㈱リクルート人材センター(現㈱リクルー

ト)入社
2001年４月 ㈱リンクアンドモチベーション入社
2008年３月 ㈱リンクアンドモチベーション取締役
2013年５月 ㈱ＪＡＭ設立代表取締役(現任)
2015年１月 ㈱フィールドマネージメント・ヒューマン

リソース取締役
2017年６月 当社社外取締役(現任)
2021年２月 AnyMind Japan㈱ CHRO就任(現任)
2021年６月 AnyMind Group㈱ Managing Director就任

(現任)
2022年３月 ㈱Sharing Innovations 社外取締役(現任)
2024年12月 ㈱揚羽 社外取締役（現任）

(重要な兼職の状況)
㈱ＪＡＭ代表取締役
AnyMind Group㈱ Managing Director

３
吉 田 行 宏

(1958年５月28日生)

1983年５月 ㈱赤トリヰ入社

25,000株

1994年12月 ㈱MACプロジェクツ設立代表取締役
1996年１月 ㈱ガリバーインターナショナル入社
1996年５月 ㈱ガリバーインターナショナル取締役
2012年８月 ㈱アイランドクレア設立代表取締役(現任)
2013年９月 ㈱京橋ファクトリー(現㈱オトナル）取締

役(現任)
2014年２月 ㈱FiNC社外取締役
2014年４月 ㈱LIFE PEPPER設立代表取締役(現任)
2016年６月 ライフスタイルアクセント㈱取締役(現任)
2016年９月 ㈱POL(現㈱LabBase)取締役就任(現任)
2019年12月 当社社外取締役(現任)

(重要な兼職の状況)
㈱アイランドクレア代表取締役
㈱LIFE PEPPER代表取締役
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（注）１.各監査等委員でない取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はあり

ません。

２.当社は水谷健彦氏及び吉田行宏氏との間で会社法第423条第１項に定める

賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額

は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。両氏の再任

が承認された場合、当社は両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定

であります。

３.当社は、当社及び当社子会社の取締役、監査役などの役員全員を被保険者

として、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結しています。これにより、被保険者が取締役、監査

役などの役員の地位に基づいて行った行為（不作為を含む）に起因して、

損害賠償請求された場合の、法律上の損害賠償金及び争訟費用を補償する

こととしています。なお、保険料については、当社が全額を負担しており

ます。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保

険者となります。

４.水谷健彦及び吉田行宏の両氏は社外取締役候補者であります。なお、当社

は、両氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており

ます。

５.水谷健彦及び吉田行宏の両氏は企業経営における豊富な経験と幅広い見識

を有していることから、引き続き当社の経営を監督していただくととも

に、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナン

ス強化に寄与していただくことを期待して、社外取締役として選任するも

のであります。

６.水谷健彦氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって８年６ヶ

月となります。

７.吉田行宏氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって６年とな

ります。

８.各監査等委員でない取締役候補者の「所有する当社の株式の数」は、2025

年９月30日現在のものであります。

９.上野山勝也氏が所有する当社の株式の数は、同氏の資産管理会社である株

式会社LUCE Capitalが所有する株式数を含んでおります。

以 上
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聖橋出口

JR線  御茶ノ水駅
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駿河台ビル

B３b 出口

株主総会会場ご案内図
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● 東京メトロ千代田線「新御茶ノ水駅」Ｂ３b出口 直結

● 都営新宿線「小川町駅」Ｂ３b出口 直結

● 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」Ｂ３b出口 直結

2025年11月21日 14時44分 $FOLDER; 81ページ （Tess 1.50(64) 20250701_01）


